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令和６年第４回糸魚川市議会定例会会議録 第３号 

 

令和６年１２月９日（月曜日） 

 

議事日程第３号 

 

令和６年１２月９日（月曜日） 

〈午前１０時００分 開議〉 

 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  一般質問 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  一般質問 

 

 〈応招議員〉 １８名 

 

 〈出席議員〉 １８名 

 

  １番   利 根 川     正  君     ２番   阿  部  裕  和  君 
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総 務 部 長 大 嶋  利 幸 君  市 民 部 長 渡 辺    忍 君 
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市 民 課 長 川 合  三喜八 君  環 境 生 活 課 長 木 島  美和子 君 
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局 長 磯 貝    直 君  次 長 伊 藤  伸 一 君 
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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員は、ありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（保坂 悟君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、１１番、田中立一議員、１２番、松尾徹郎議員を指名いたします。 
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日程第２．一般質問 

 

○議長（保坂 悟君） 

日程第２、一般質問を行います。 

６日に引き続き、通告順に発言を許します。 

東野恭行議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 〔９番 東野恭行君登壇〕 

○９番（東野恭行君） 

おはようございます。みらい創造クラブの東野恭行でございます。 

発言通告書にのっとり、１回目の質問をさせていただきます。 

１、公共工事入札の不調・不落の原因と対応策について。 

(1) 公共工事の入札に参加する事業者がおらず、落札者が決まらないときの対応策を伺います。 

(2) 公共事業の入札に参加した事業者の入札価格が予定価格を超え、落札者が決まらないとき

の対応策を伺います。 

(3) 再度公告入札、再度入札の概念について伺います。 

(4) 入札不落の場合に例外的に行われる不落随契について伺います。 

２、糸魚川市におけるＵターン施策について。 

(1) 糸魚川市にＵターンしてくれる人材について、Ｕターンをする理由や動機など、糸魚川市

はどのように分析しているか伺います。 

(2) 糸魚川市内の賃貸物件に入居するＵＩターン者に、家賃の２分の１を最大２年間補助する

制度があるが、高卒で、市内で就職し、一人暮らしを検討する学生に対し、家賃補助の検討

はあるか伺います。 

(3) 将来、糸魚川市内で医療や介護分野の業務に従事しようとする学生に対し、修学資金を貸

与する制度があり、一定条件により、その返還が免除される制度があるが、修学資金の利用

状況と、Ｕターンの見込みについて伺います。 

(4) ＵＩターン修学資金返済支援事業補助金の利用実績と、制度利用者の今後の見通しについ

て伺います。 

３、新成人を祝う会について。 

(1) 令和４年４月１日より、民法改正により成人年齢が１８歳となりました。令和６年度（令

和６年１１月４日（月・祝））に開催された新成人を祝う会（成人式）の参加者数と開催時

期の適正について伺います。 

(2) 令和７年度の新成人を祝う会の、開催内容の検討について伺います。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 
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○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

東野議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、公告時期や公募範囲を検討し、再度公告を行います。 

２点目につきましては、設計書の見直しを行うとともに、公告時期や公募範囲を検討の上、再度

公告をいたします。 

３点目につきましては、再度公告入札は、入札の不調、不落により、改めて公告を行い、再度参

加者を募集することであり、再度入札は、１回目の入札で全ての応札者が予定価格を上回っている

が、その差が僅かな場合、引き続き、２回目の応札を求めるものであります。 

４点目につきましては、再度入札においても予定価格を上回ったが、その差がさらに縮小した場

合、最低額の応札者と随意契約の交渉を行うものであります。 

２番目の１点目につきましては、転入手続の際に理由を調査しており、Ｕターンする理由の大半

が「仕事のため」となっていることから、就職、転職、起業等が転機となっているものと分析いた

しております。 

２点目につきましては、現時点では検討いたしておりません。 

３点目につきましては、医療分野については、合併以降、１４４人からご利用いただきまして、

Ｕターン見込みも含め、約６割が市内に就職いたしております。 

介護分野については、平成２７年度の事業開始以降、利用者２０人のうち１４人が地元就職とな

っておりますが、５年度以降の利用者はございません。 

４点目につきましては、４年度４０件、５年度３４件、今年度は２９件と若干減少傾向にありま

すが、一定の効果があるものと捉えており、引き続き、取り組んでまいります。 

３番目のご質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては所管の部・課長からの答弁

もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

靏本教育長。 〔教育長 靏本修一君登壇〕 

○教育長（靏本修一君） 

おはようございます。 

東野議員のご質問にお答えいたします。 

３番目につきましては、来場者は４２人で、そのうち新成人の参加者は１９人でありました。市

内３高校と相談しながら、開催時期を決定しましたが、新成人の参加にはつながらなかったことか

ら、今後の開催方法について検討してまいります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 
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○９番（東野恭行君） 

それでは、２回目の質問を行いたいと思います。 

１番の（１）から、入札に参加する事業者がおらず、落札者が決まらないときの対応策について、

２回目の質問をさせていただきます。 

公共工事の入札予定価格は、どのように数値的根拠を出すのか。仕様書を作成するにも、建築等

の大量の物品購入等が予測される大きな事業ほど見積りは困難となり、経費もかかると考えますが、

事業の大小にかかわらず、入札予定価格決定までの道筋を伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

おはようございます。 

ご質問にお答えをいたします。 

そちらのほう、必要に応じまして業者のほうから参考見積書を徴すると。それとその後、技師が

設計した金額をもって予定価格を設定していくという流れになります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

公共の入札には、建築、土木、電気工事、解体、ガス・水道事業など、様々な事業がありますが、

発注者、市役所にとって見積りが困難で、落札予定価格の設定が困難な事業は、どんな事業か伺い

たいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

今ほど議員のほうから少しお話ありました建築であったり、電気等に係る修繕だとか改築等ので

すね、また、付け加えますと解体工事も含めまして、そういった事業では、見積価格を参考とする

ところが多いものですから、そういったところでは、ご指摘のとおり高い困難性、困難な事業と言

えるのではないかというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

今いただいた答弁なんですけども、やはりこの建築や電気工事になってくると、その金額を、見

積りを出すにしても、なかなか算定しにくいという状況が考えられるという、そんな解釈でよろし

いでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

そういった状況もあるということだと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

現在、長期的に応札者が現れない入札不調案件については、年間どの程度件数があり、どの程度

の期間、不調であるのか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

長期的に応札者がいないという入札の不調案件でございますけれども、こちらにつきましては、

年１件あるかないかということであります。近いところでは、令和５年度から６年度にかけまして、

２件繰越しをして実施したということがございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

年間１件、繰越しで５年、６年にまたがって２件ということなんですけども、総務文教常任委員

会の審査の中でも、エアコンの設置でしたか、それもちょっと長期にわたって入札が不調になった

かと覚えておるんですけども、そういった状況が発生するというのに、どういった背景があるか、

分かる範囲で教えていただければと思いますが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

１つには、私どもの工期の設定であったり、業者さんが、そちらの受け手のほうでそういったこ

とに対応できる状況かというところもあると思っていますけども、基本的には、応札者の皆さんと

私ども発注者の皆様方の認識の違いもあるのかなというところで、今推測をしているというところ

でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

なかなか現場の状況、発注者の認識の違いということなんですけども、会社さんの人手が足りな
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かったりだとか、なかなか人員が確保できないという、そういった状況も考えられるんですけども、

今考えられる原因としては、資材の高騰ですとか、その人員の不足ということが考えられるんです

けど、やはりそういった状況は、当てはまりますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

議員のほうご指摘のとおり、やはり資材の高騰等による価格の高騰、設計額の高騰というのは、

避けては通れないということであります。そちらのほうにつきましては、ちょっと技師のほうとし

っかりと見直しをかけながら、設計を行っているということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

何度も不調が続き、応札者が現れない案件、年間１件程度ということだったんですけども、そう

いった案件には厳しい価格設定により収益が上がらないなど、事業されている方にとって、入札予

定価格が妥当性に欠け、魅力のない事業とも考えられますが、そちらについては、いかがでしょう

か。応札者が現れない、考えられる入札不調の原因をいま一度伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えします。 

先ほども少し回答させていただきましたけれども、やはりそちらのほうにつきましては、応札者

と私ども発注者側との認識による違いがどっかにあるのかなというところで、今推測だけしかでき

ませんけども、そのような状況でおります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

日頃より提出書類の簡素化や入札参加条件の見直しなど、入札が不調にならないための研究はさ

れていることと思いますが、不調にならないための応札しやすい条件整備を今後ともよろしくお願

いしたいと思います。 

続きまして、（２）番の入札価格が予定価格を超え、落札者が決まらないときの対応策について、

再質問させていただきたいと思います。 

落札率が限りなく１００％に近い率で入札予定価格を予測できるようなソフトがあると、以前お

聞きしたことがありますが、予定価格を超える応札に関しては、ご商売をされている以上、損をし

てはならないという心理と、落札しなければ仕事が取れないというジレンマの中、競争入札をされ
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ていることと思います。発注者の予定価格と事業者の応札価格の差異が、大幅に出てしまうときに

考えられる原因について、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

やはり議員のご指摘されておりました、損をしたくない、仕事もしたいというところのジレンマ

もやはりあるものだというふうに考えております。いずれにしましても、各業者でそういったとこ

ろを踏み込みながら工法、また、工事内容で得意・不得意の分野もあろうかと思いますので、そう

いったところで価格が反映してくるというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

それでは、（３）番の再度公告入札、再度入札の概念について、市長からご答弁いただきました

が、改めて再質問させていただきます。 

再度公告入札は、入札の不調や不落に対応するために有効な手段であるか伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えいたします。 

適正な予定価格というものを設定する上で、落ちなかったということでございます。そういった

ときには設計内容を見直す作業もしておりますので、そういったところでは、有効な手段であると

いうふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

過去に再度公告入札の実例はあるか、伺いたいと思います。 

仕様書や予定価格の見直しが必要なケースはどのような理由が考えられるか、伺いたいと思いま

す。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

再度公告につきましては、これはもう例年必ず発生するというようなところで、実例はあるとい

うところでございます。 
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設計内容につきまして再度検討をし、修正がある場合は再設計をし、再度公告入札を行っている

というところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

今いただいた答弁に関連するんですけども、糸魚川の公共入札において、再度公告入札を行うこ

とによって、入札の不落・不調は解消されたという、今のご答弁で解消されるものと解釈してよろ

しいか、再度伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えいたします。 

最終的には、落札に至っているという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

今の答弁を踏まえて、もう一つ再質問させていただきたいと思いますが、今回、不落が続いてい

る東北電力ビル解体事業ですが、再度公告入札で臨まれたのか、再度入札で臨まれたのか、伺いた

いと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

再度公告入札によって実施しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

東北電力ビルの解体事業については、再度公告入札で臨まれたとのことですけども、先ほどの答

弁の中に、入札が不落に終わったということで、設計の見直し等を行って、再度入札に臨んだ。そ

のような解釈で間違いないですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 
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お答えします。 

そのような解釈でご理解いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

そのように行って、今まではいろいろな問題、不落の問題についても解消されてきたということ

は、今後は、この事業に関して解消されるものという考え方でよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

これまでの結果としては、解消されてきたということでございます。今ほどの案件につきまして

は、今現在継続中のところでもございますので、そういったところにつきましては、少し控えさせ

ていただきたいなというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

それでは、（４）番の入札不落の場合に例外的に行われる不落随契について、再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

不落随意契約は、競争性を確保した競争入札の結果として、落札者がいなかったので随意契約す

るものと考えますが、公共事業の入札で３回程度不落が続いた場合、予定価格に一番近い価格で応

札した事業者が不落随契の権利を得られると考えますが、不落随契について、いま一度、担当より

詳しい説明と、糸魚川市の入札で、過去に不落随契に及んだ実例があれば、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えします。 

当市の場合は、初回の入札で落札者がない場合は、再度入札を行っているということでございま

す。そこでも落札者がいない場合には、最低の額で応札者と随意契約の協議を行っているというこ

とで、こちらのほうは、電子入札制度で行っているということになります。 

先ほどの不落随契の案件につきましては、ここ二、三年では、年間４から５件程度、発生をして

いるという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 
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○９番（東野恭行君） 

不落随意契約の交渉としては、入札予定価格以下になるように価格の交渉を行うと考えますが、

予定価格に収まらず、交渉がまとまらないケースもあると考えられます。そういった場合には、後

に議会に対し補正予算などの検討も考えられるのか、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

予定価格の中に収まらない場合ということのときには、設計内容や公募条件を見直しをしていっ

て、再度入札の公告を行っているということでございます。その事業内容の精査を行う中で、補正

云々等の検討を進めていくということで考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

基本、最初に決めた予算額内ということになろうかと思うんですけども、本当に物価の上昇やそ

の人件費の上昇などにより、補正予算は考えられないことでないという、そういう解釈でよろしい

ですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えします。 

補正が必要であるというしっかりとした理由があるのであれば、そこは補正というところもしっ

かりと考えて、お願いをしていかなければいけないというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

入札の途中ということであれば、もちろん業者側と市役所側が対話をすることはできないという

ふうに思っておりますし、もちろんそうなってくると、補正の検討もできないということになろう

かと思いますけども、不落随契になったときに初めて補正に関する検討が、対話することによって

補正による検討ができるのかなというふうに思うんですが、そのような解釈でよろしいですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えします。 
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現在の当市の考え方とすれば、技師がしっかりと設計をする。必要に応じては設計委託をしてい

るという状況でございますので、そういった中では不落の条件は、当然、分析、内容の確認をして

いくという状況の中で、基本的には応札者の方々と話すことなく、自ら自分たちのほうで、しっか

りと設計を、積算し直したり見直したりしていくというような状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

糸魚川市財務規則、別記１、建設工事請負基準、約款第２７条第６項の中で、予期することので

きない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーショ

ンが生じ、請求代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にか

かわらず請負代金額の変更を請求することができると、この約款にございますが、これらは契約が

済み、既に工事に取りかかっている状況、状態かと思いますが、仮に同様な想定、インフレなどに

よって入札の不落が続く場合、状況に応じて競争入札の原理・原則に基づき、応札する事業者と協

議できるような仕組みやルールづくりが今後必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えします。 

先ほどお答えしましたように、入札の不落が続く場合は、基本的には私ども発注者側のほうで市

場価格であったり、参考見積りを徴しているというふうにお答えしておりますが、そういった中で

見直しを重ねていくということでございます。その中で、新しい仕組みというルールづくりという

ことでございますが、こちらのほうにつきましては、いずれにしましても透明性や公平性の確保を

しっかりと留意をしながら、研究をしてまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

一概には言えませんが、私は、理由さえ分かれば、必ずしも追加の補正予算が悪いとは思ってお

りません。糸魚川市財務規則にもあるように、急激なインフレやデフレが生じ、請求代金額が著し

く不適当になるケースも考えられるわけです。そして、議会は予算の審査はするものの、応札者同

様、入札予定価格は知り得ることができません。専門的知識もある方も一部でございます。ゆえに、

数回にも及ぶ入札について、市役所が提示する入札予定価格と応札者の入札価格の妥当性について

も、もちろん語ることはできないのです。工期の決まっている事業に後れを取らず、入札が不調・

不落にならないための最善の方法を導き出していただきたいと思いますが、市長か副市長、お答え

いただければと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

非常にこの特殊のような事業については、今、議員ご指摘のようなことが起き得るだろうと思っ

ております。そのようなときには、やはり一定の基準を設けておりますので、我々、内規的に持っ

ておる部分がございます。そういった中での判断になろうかと思うわけでございますが、そういっ

た枠内に入ったときには、発注者と、また応札者で協議をして、どの辺が違ってるのか、どの辺が

我々の、発注者の考え方は、意向を聞きながら調整をしてまいりたいと思っておる次第でございま

すし、また、特殊的な外的な要因というのは、今ご指摘のようにインフレだとかデフレだとかいろ

いろ起きる中において、急激な価格変動が起きた場合には、それはやはり発注者としても調整をし

なくちゃいけないと思っておりますし、また、受注者としてもそれだけの訂正をする権利も、やは

り契約の中に位置づけさせていただいてるわけでございまして、そういう中で、なるべく我々の計

画どおり進めていきたいと思ってますので、我々としましても、そういったところには努力してい

きたいと思っております。この我々の１つの決めた事柄におきましても、一定の考え方で行ってる

わけでございまして、時代に沿ったものになっていくような形もやはり考えながら、落札率を高め

ていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

よろしくお願いいたします。 

それでは、２番目の糸魚川市におけるＵターン施策について、２回目の質問をさせていただきた

いと思います。 

Ｕターンする理由や動機など、どのような分析をしているかということで再質問させていただき

ます。 

Ｕターンの動機は様々かと思いますが、ふるさと糸魚川にいずれ帰りたいと考えている学生の割

合は、どの程度あるとお考えか、伺いたいと思います。過去にそれを知り得るアンケート等の実施

した経緯はございますでしょうか、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

お答えいたします。 

以前、コロナ禍において実施いたしました出身大学生に食料品などを届ける応援事業を行ってお

ります。その申込みの際に、将来どこに定住したいかといったことを取ったことがございました。

その中で、糸魚川市を含むといった形になりますけれども、令和４年の数字で、おおむね３０％の

方が糸魚川市に定住したいといった形でお答えをいただいているといった状況でございます。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

そういったアンケートを行ったのをちょっと初めて知ったんですけども、令和４年に実施された

そのアンケートの中で、例えば保護者がどんな呼びかけ、Ｕターンに対して呼びかけをしてるかと

か、そういった情報って、アンケートの中で取られた経緯はありますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

今ほどのアンケートとはちょっと別で、今年度に入りまして、市内の高校生を持つ親御さん向け

にアンケートを取らせていただいたことがございまして、その中で保護者の方々にＵターンしてい

ただきたいかといった形でお気持ちを聞いたといったことがございました。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

ちなみにお伺いしたいんですけども、そのアンケートについては、親がＵターンして帰って来い

よという声をかけたとか、例えば親としても帰ってきてほしいという気持ちがあるのか、どういっ

たアンケート内容だったんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

すいません、親御さんのお気持ちを聞くといった形で中学生、高校生の保護者の方にお聞きした

ものでございました。Ｕターンして欲しいと思っているかといった設問、それからＵターンして欲

しいと思わないといったことの回答を求めたところ、ほぼ同数といった結果が出てございました。 

以上です。 

○９番（東野恭行君） 

何％ぐらい。 

○企画定住課長（中村淳一君） 

すいません、ちょっと今、具体的な数字まではちょっと今持ち合わせてないんですが、同じ数字、

ほぼ同じ数の方々ということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 
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なぜこういった質問したかというと、やはり帰ってくるにもきっかけっていうのが大事だなとい

うふうに思っておりまして、そのきっかけについて、親御さんがどう関わってるのかなというふう

に気になったもので、質問させていただきました。 

ふるさと就職資金貸付制度やインターンシップ申請補助金などは、糸魚川にＵターンを決めたこ

とで、初めてそのよい制度に気づいたという方が、ほとんどではないかと思っております。今後は、

Ｕターンするきっかけや動機につながる事業展開にも力を入れていただきたいと考えております。

１０月、１１月と新潟市と東京で行われたＣｈｉｌｌ Ｎｉｇｈｔ Ｍｅｅｔｉｎｇも繰り返し続

けていただくことで、必ず何らかのよい成果が生まれると思っております。Ｃｈｉｌｌ Ｎｉｇｈ

ｔ Ｍｅｅｔｉｎｇの開催の成果、大きな成果について伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

大西商工観光課長。 〔商工観光課長 大西 学君登壇〕 

○商工観光課長（大西 学君） 

おはようございます。 

お答えさせていただきます。 

糸魚川市出身の学生や社会人、また、地元企業が緩く交流するイベントでございます、糸魚川Ｃ

ｈｉｌｌ Ｎｉｇｈｔ Ｍｅｅｔｉｎｇは、今年度で３回目を迎えております。今年初めて新潟の

ほうも開催させていただきました。東京会場ですと、学生、企業を合わせまして６７人の方に参加

いただいておりますし、今年初めて行いました新潟会場につきましては、３５名の方が参加いただ

いております。参加者数だけでは、計り知れない地元愛の確認だとか、そういった効果が、やはり

出ているのではないかなと考えております。引き続き、今後も続けていきたいなというふうに思っ

ております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

井川副市長。 〔副市長 井川賢一君登壇〕 

○副市長（井川賢一君） 

おはようございます。 

補足して、お答えさせていただきます。 

私、今年度、東京と新潟会場、両方出席をさせていただきました。その中で聞いたお話なんです

けども、東京会場では、昨年度、Ｃｈｉｌｌ Ｎｉｇｈｔ Ｍｅｅｔｉｎｇで出会った方が、結婚

されて、来春こちらに帰ってくるというお話もいただいております。また、両会場に共通していた

のは、糸魚川の皆さんが、私たちのことをよく考えてくださっていると。そういった中で、糸魚川

に帰ってみることも検討してみようかなってお話も、幾つかいただいております。それはまだ実現

に至らないのかもしれませんが、大きな、何ていうかな、Ｕターンとかそういうものになかなかつ

ながりにくい部分もあろうかと思いますが、こういった取組を継続することによって、１件でも

２件でも実績を上げていきたいなというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 
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東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

Ｃｈｉｌｌ Ｎｉｇｈｔ Ｍｅｅｔｉｎｇに関しましては、緩くつながるっていう趣旨、すごく

分かります。あんまり帰ってきて帰ってきてっていうムードで糸魚川の人が伺うと、あんまりよく

ないのかなという意味合いも込められてると思います。本当に続けていただくことで、本当にきっ

かけも多岐にわたって、きっかけも発生すると思いますし、商工会議所と連携をしていただいて、

長く続けていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。 

（２）番の高卒で市内に就職し、一人暮らしを検討する学生に対し、家賃補助の検討はあります

かということでご質問を差し上げましたが、ありませんというご回答でございました。 

本来、地元に残ってくれる学生にもっと優遇措置があってしかるべきと考えております。糸魚川

市においては、地元就職おめでとう補助金などがございますが、一見、ＵＩターン者に優遇措置が

偏っているようにも思っております。もっと地元に残ると決めてくれた学生さんに優遇措置といい

ますか、もっと大切にしてあげてほしいなと考えますが、それについて、お考えはございますでし

ょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

大西商工観光課長。 〔商工観光課長 大西 学君登壇〕 

○商工観光課長（大西 学君） 

お答えさせていただきます。 

ご指摘のとおり、運転免許取得に対します地元就職おめでとう補助金につきましては、高校を卒

業し、すぐに地元に残っていただけることを決めていただいた若者に対して、私らとしての応援で

ございます。若者は、やはり貴重な財産でございますので、大変ありがたく感じております。引き

続きこのような事業を継続してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

私も就職おめでとう補助金について、支援者の方からご相談いただいて、大変喜んでおられたの

を目にしておりますが、実際、地元に残っていただいた方、どれぐらい利用があったのかなという

のがちょっと気になるので、もし数字的に分かるようでしたら、お答えいただければと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

大西商工観光課長。 〔商工観光課長 大西 学君登壇〕 

○商工観光課長（大西 学君） 

お答えいたします。 

地元就職お祝い補助金につきましては、一律５万円を補助するものでございます。現在、５３名

の方に今、交付のほうを行っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

大変すばらしい制度だと思いますので、継続お願いしたいと思います。 

それでは、（３）番の修学資金を貸与する制度、その返還が免除になる制度について、再質問さ

せていただきたいと思います。 

全国的にも、医師や看護師については、慢性的な人手不足の状況がございますが、医療の分野に

よっては、大学卒業後の就職時には、人材が飽和状態になると予測される分野もあります。そして、

市内の病院については数年後、地域医療構想の下、診療科目の再編や集約という状況が考えられて

います。市内で医療機関に就職が決まれば、修学資金貸与の返還が免除になる大変よい制度だなと

感じておりますが、同制度を見ますと、職種により市内の求人状況が異なります。卒業後、市内で

就職できるかどうかを十分ご確認の上、申請してくださいとありますが、この飽和状態になるであ

ろう医療の分野の修学資金返還免除について、既に実施されている分野は、期限を切るなどして見

直しをする必要が、今後考えられると思いますが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

おはようございます。 

お答えいたします。 

必要に応じてその辺は見直しをしていくことが必要だというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

今年、この返還が免除にされる事業なんですけども、結構な人数ご利用されたということで伺っ

ております。糸魚川市においては、医療や介護分野の業務に従事しようとする学生に対し、今質問

しました（３）のような制度がございますが、慢性的に技術者が人手不足である産業の分野に対し

ても、同様の措置を検討してみてはどうかと考えております。一次産業でも二次産業でも、医療の

分野と同様に確保したい人材は必ずあると思っております。地域の企業においても、修学資金の返

還の免除について取り組んでいる実例があろうかと思いますので、企業とも情報共有をするなどし

て、検討してみては、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

全体的な制度をということで、お答えさせていただきたいと思いますが、医療ですとか介護人材、

それから保育士等に関しましては、人材確保と併せまして、進学に際して国家資格などが取得でき
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るといったところと組み合わせた制度を構築しているものというふうに理解しております。 

したがいまして、今ほど議員おっしゃられるような制度としては、まだないんですけれども、例

えば資格試験の補助制度もございますので、引き続き事業者の方々と意見交換させていただく中で

検討できればというふうには考えております。 

また、現在実施しています修学資金の返済支援事業の補助金というのがございますので、こちら

のほうは公務員を除いて業種による制限というのは特にございませんので、大学を出て、戻ってこ

られて、返済に入るといった場合には利用できるといった制度になろうかと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

ぜひ企業とも情報共有などして、また、前向きにご検討いただければというふうに思います。 

（４）番のＵＩターン修学資金返済支援事業補助金についての再質問をさせていただきたいと思

います。 

意外とこの制度について、存在を知らない方が多いと実感しております。ＵＩターンのきっかけ

や動機になり得る大切な事業であると考えます。大学生のお子さんを持つ保護者にも積極的にこの

情報を伝える工夫をお願いしたいと考えておりますが、現在どのような情報を伝える手段として取

組をされているか、状況を伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

ＵＩターンの修学資金の返済支援事業につきましては、ホームページで公開をさせていただいて

いるほか、毎年、市内３つの高校の保護者会、ＰＴＡ総会などに出向きまして、保護者向けに説明

をさせていただいているといった状況でございます。引き続き、そういった場を捉えながら説明を

させていただくとともに、また、Ｃｈｉｌｌ Ｎｉｇｈｔ Ｍｅｅｔｉｎｇですとかリバイバル

２５といった場もございますので、そういったところでも若者への周知といったところを図ってい

きたいというふうには考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

先ほど最初の市長の答弁で、件数についてもご質問の答弁いただいたんですけども、件数につい

て、改めてまたご回答をお願いしたいのですが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 
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この制度を利用していただいている方につきましては、令和４年度で４０件、令和５年度で

３４件、今年度ここまでというところになりますが、２９件といったところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

それだけＵターンの実績があるということで、こちら、いかにこの制度があるかというのを知っ

ていただくかというのは大事なことかと思いますので、取組のほうを強化していただければという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして、３番の新成人を祝う会について、再質問させていただきたいと思います。 

１１月４日に開催された新成人を祝う会に来賓として参加させていただきましたが、講演につい

ても大変内容もよく、楽しく聞くことができましたし、設営には手作り感もあり、大変心のこもっ

たしつらえであったと感じました。ありがとうございました。 

しかしながら、新成人の参加者が、残念ながら少なかったように感じました。１９名ということ

でございました。本年度から１１月の開催についても熟考されたことと思いますが、お祝いという

性質上、強制的に学生に対し動員もかけられないのが実情かと思いますが、多くの新成人にお祝い

したいのが今の心情であると考えています。この１９名という結果を踏まえて、どのような対策を

今後考えていくか、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

磯貝生涯学習課長。 〔教育委員会生涯学習課長 磯貝恭子君登壇〕 

○教育委員会生涯学習課長（磯貝恭子君） 

おはようございます。 

お答えします。 

よかったという感想をいただきまして、ありがとうございました。参加された方からは、やはり

そのような声をいただいておりますけれども、お祝いなので、受ける側に届かないと、やはりなか

なか意味がないなと思っております。昨年度と今年度開催してまいりましたけれども、新成人の方

を一堂に集めて行うということは、でき得る工夫はしたつもりですけれども、なかなか難しいなと

実感しております。今、今後については検討してまいりますが、例えばメッセージを届ける方法は

どうかとか、あるいは、はたちの集いにつなげられるような方法ができないか、そのような内容に

ついては検討してまいりたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

本当、しつらえについては、すばらしいしつらえだなというふうに感想を持っておりますが、新

成人をお祝いしてあげたい気持ちは、担当課のこのしつらえと取組で伝わりましたが、正直もった
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いないなと感じたのが感想でございます。個人的には、市内３高校やフリースクール、現在ありま

すフリースクール等に市長が直接赴き、祝辞を述べて、ささやかな記念品を贈呈するだけでも新成

人に十分気持ちが伝わるのではないかというふうに思います。そうすることによって、在校してい

る生徒、少なくとも在校している生徒には、お祝いの気持ちというのが伝わるのかなというふうに

思います。 

新成人を祝う会は、糸魚川市の子ども一貫教育においても節目となる大事な行事であると捉えて

おりますので、来年度も開催する予定があるのならば、しっかりと意思をつないでいただきたい、

このように思いますが、米田市長、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今ほど課長が答弁されたように、我々といたしましては、やはり新成人を支えていくといいまし

ょうか、お祝いする中においては、やはりどうしても行いたい一つの式典と捉えてるわけでござい

まして、その新成人という自覚を持っていただくということで自主性を求めたわけでございますが、

なかなか我々の意図が伝わってないのが実情でございますので、その辺をどのように伝えればいい

のか、強制的にやることは、今言ったような、議員ご指摘のような形ではできるのかもしれません。

その辺をマックスと捉えて、自主性をどのように尊重して進めていくかというところを捉えていき

たいと思いますので、今の段階でははっきりとは申し上げられませんが、検討していきたいと思っ

ております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

教育長のほうも、お考えがあれば伺いたいと思いますが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

靏本教育長。 〔教育長 靏本修一君登壇〕 

○教育長（靏本修一君） 

お答えいたします。 

今ほど東野議員さんのお話の中にありました、子ども一貫教育の関係から見ても大きな節目だと

いうふうなことの位置づけをお話しされて、私は全く同じ考えであります。ゼロ歳から１８歳まで

子供たちが地元で育ち、学び、そして成人というふうな大きな節目を迎える。それをみんなで応援

したい。地域ぐるみで応援したいというふうな意味合いのイベントの企画だったんですけれども、

あの手この手で、始めて２年たったわけですけれども、なかなか今ほど市長が話しましたように、

私どもの思いがなかなか伝わらないという部分の中で、また見直し、改善をしながら、また、私た

ちの気持ちが少しでも伝わるような、そういったふうな内容に近づけるように、努力しながら、歩
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んでいきたいなというふうに思ってます。大事なのは、やっぱりこれからも応援してるよ、糸魚川

は、私たちのふるさとというのはこういう地域なんだよというふうなメッセージを、熱いメッセー

ジを、成人を迎えた子供たちに送り届けたいというふうな思いでいっぱいであります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

東野議員。 

○９番（東野恭行君） 

地方によっては、１８歳の新成人に対するお祝いは、行わないという地方も結構多いのかなとい

うふうに感じております。そういった中で、糸魚川市におきましては、この１８歳の新成人を祝う

会を大切な事業だということで位置づけられてることに関しては私も同感しておりますし、継続し

ていただきたい、このように思っております。さらなるいい内容を考えていただいて、新成人にし

っかりとお祝いの気持ちを伝えていただきたいですし、新成人の皆さんも喜んでいただけるような、

そういった事業を展開していただきたい、このように思います。 

以上で、私の一般質問を終了させていただきます。 

○議長（保坂 悟君） 

以上で、東野議員の質問が終わりました。 

関連質問はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

関連質問なしと認めます。 

１１時１０分まで暫時休憩といたします。 

 

〈午前１１時０１分 休憩〉 

 

〈午前１１時１０分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

次に、田中立一議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 〔１１番 田中立一君登壇〕 

○１１番（田中立一君） 

市民ネット２１、田中立一です。 

発言通告に基づき、一般質問を行います。 

１、防災について。 

能登半島地震から間もなく１年がたとうとしており、次第に収まりが見えてきたかに思えたが、
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先月２６日には震度５弱（糸魚川は震度３）の地震が発生した。 

元日の地震では多くの市民が避難し、市内で初めて液状化現象が見られ、擁壁が崩落し、住宅も

各地で被害を受けた。 

また、下水道管も数か所損傷するなど、生活インフラにも影響があり、最近になって地震が原因

と見られる農道の崩落なども発生していることから、能登半島地震の教訓をどのように捉え、検証

し、見直しをしているか、以下伺う。 

(1) 液状化と擁壁の崩落について。 

① 液状化被害を受けた住宅は最終的に何件で、液状化調査は能生・青海でも行われたか。 

② 今後、液状化のおそれのある地域への対応はどのように考えているか。 

③ 京ケ峰地区の擁壁崩落は「空積み」が原因と聞くが、市内に同様の「空積み」の擁壁に

ついての調査は行われたか。 

(2) 避難施設と運営について。 

① 施設の収容数を超えた避難者の場合の想定と対応について。 

② 私設の自主避難所への支援について。 

③ 「避難指示発令」以外に発令等見直しの検討をしていることはあるか。 

④ 自宅等避難施設以外の避難者把握に対する考えについて。 

⑤ ペット同行避難の庁内関係各課、保健所の連携と避難訓練について。 

(3) 耐震シェルター・防災ベッドの普及について。 

① 耐震シェルターの申込み状況を伺う。 

② 能登半島地震後の耐震診断について、申込み状況を伺う。 

(4) 上下水道設備の耐震化について。 

  能登半島地震では「水」が使えることの重要性・公共性が改めて認識され、教訓にして上

下水道の地震対策を強化・加速化するため、国土交通省は９月末、水道事業を担う市町村ご

とに「水道カルテ」を作成し、年内をめどに公表すると明らかにした。水道管などの耐震化

率や料金水準が簡単に把握できるようにするという。 

① 市内の上下水道の耐震化の状況について伺う。 

② 災害に強く、持続可能な上下水道システムの構築に向けて「上下水道耐震化計画」の策

定取組について伺う。 

２、古民家について。 

人口が減り、集落に空き家が増え、環境悪化や治安の悪化などで周辺住民にとって大きな課題に

なっている。 

一方で、建築年数が５０年以上、中には１００年以上たっている古民家と言われる建物は、現在

では使われない太い柱やはりなどを用い、建材が味わい深い趣を作り出しているところから、店舗

等に重宝されている。 

市内にこのような古民家がまだ多く存在しており、空き家になっているモノもあるのではないか。 

個人の所有物であるが、地域の歴史的、文化的な貴重な資源として保存、利活用する取組につい

て考えを伺う。 

３、農業政策について。 
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(1) 来年度の主食用米の生産量目標と作付面積目標について。 

  新潟県農業再生協議会は米の品薄を受け、本年産目標を１万６,４００トン上回る５６万

２,４００トンにすると公表した。糸魚川市は本年、県内で唯一前年産より目標を下に設定

したが、来年度の目標をどう考えるか伺う。 

(2) 第６期中山間地域等直接支払制度について。 

  集落機能を強化し、コミュニティとしての維持を意図して第５期の「集落機能強化加算」

が措置されたと言われるが、第６期では見直しされる報道がある。第５期との違いと第６期

に対する取組状況を伺う。 

以上、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

田中議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目の１つ目と２つ目につきましては、被害を受けた住宅は６件で、現在、国と連携

し、被災した地域を中心に調査を行っております。 

今後、被災地域以外の調査について、手法も含め、検討を進めてまいります。 

３つ目につきましては、市の管理施設の一部において調査を行っております。 

２点目の１つ目につきましては、避難者が収容数を超える見込みとなった段階で、避難所を順次

開設する対応を行っております。 

２つ目につきましては、自主防災組織補助金などによる支援を行っております。 

３つ目につきましては、国の避難情報に関するガイドラインに基づき対応いたしております。 

４つ目につきましては、自主防災組織による自治会単位での把握が重要な手段であることから、

引き続き、防災訓練での取組を周知してまいります。 

５つ目につきましては、通常の避難訓練の中で実施いたしております。 

３点目の１つ目につきましては、補助制度への申込みはありません。 

２つ目につきましては、１８件の申込みがありました。 

４点目の１つ目につきましては、５年度末の上水道基幹管路の耐震化率は３８％、簡易水道は

４６％、下水道の重要な幹線は５２％であります。 

２つ目につきましては、一体的に耐震化を推進するため、上下水道耐震化計画を策定中でありま

す。 

２番目につきましては、古民家は空き家として一定のニーズがあることから、空き家バンクに登

録していただくことで、利活用が図られるものと考えております。 

３番目の１点目につきましては、県の方針に基づき、生産量を引き上げるよう、関係機関と連携

を図り、収量及び品質の確保について、生産者へ周知してまいります。 

２点目につきましては、第６期制度では、ネットワーク化とスマート農業の加算措置が創設され

ると聞いております。 

各協定の実情を踏まえ、必要とする加算措置の活用を周知してまいります。 
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以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては所管の部・課長からの答弁

もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

すいません、質問の順序を３番の農業政策からお願いします。 

今答弁をいただいて、引き上げるように働きかけをすると。現実的にはどうなのかなという、そ

の感触をまず伺いたいところなんですけれども、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

実情といたしまして、やはり自然減、いわゆる耕作放棄される水田も多くございますが、現在、

飼料用米を作付している田んぼですとか、転作物やっておられる田んぼもございますので、そうし

たものを主食用米のお米の生産に回せないかということで、今後、関係機関、また農家の皆さんと

相談し、できるだけ県が示す目安に近づけるよう、作付面積の増加に努めてまいりたいというふう

に考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

１つは生産者の生産意欲、モチベーションが上がるかどうか、そういったところがあるんじゃな

いかなというところを思うんですけれども、それには今年、仮払金が大幅に増加をしました。この

仮払金の増加、これからどうなっていくのかなと思うんですけれども、それに対して、また肥料と

か、あるいは資機材が、燃料が非常に上がっておるわけですけれども、このモチベーションを上げ

ていくためには、もうかるという感覚がないとなかなか難しいのかなと思うんですけれども、生産

コストというのは、この市内の農家の生産コスト、また、もうかるのかどうか、その辺の今の状況

はどのように捉えてますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

農林水産省では、毎年、お米の生産コスト、具体な数字を公表しております。令和５年、昨年の

生産コストでございますが、６０キロ当たり、１袋当たり１万５,９４８円というふうに公表いた
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しております。これはあくまでも個別経営体ということで、個人の農家、いわゆる法人組織等でな

くて個人なんですけども、それに対しまして今年度、令和６年度のコシヒカリのＪＡの仮渡金、糸

魚川地域では１万９,１００円ということで、単純に数字比較いたしますと収入が支出を上回るよ

うな状況になっておりますが、この公表されてる数字につきましては全国平均ということですので、

当然、経営体の規模ですとか地形的な条件、いろんな条件が重なってまいりますので、この数字と

いうのは一概に捉えることはできないと思います。私どもも今年の収穫が終わった後、農家の皆さ

んから、また、関係機関と協議していく中では、なかなかやはり厳しい状況、経営状況が厳しいと

いう声が多いのかなというふうには感じております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

今、コストを伺いました。また、仮払金の金額も伺いました。計算すると大体３,０００円ぐら

い、１俵当たりですね、６０キロ当たり。この辺の耕作条件を考えると、対象が少ない。それから

耕作条件があまりよくない。この３,０００円がどれだけ縮まってくるのかと。そういったところ

を市としても把握する必要があるんじゃないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

特にこの近年、生産コストの部分では、やはり資機材の高騰等ございまして、非常に厳しい状況

が続いているかなというふうに捉えております。市といたしましても関係機関と協議いたしまして、

やはり生産コストの削減という部分で、今、基盤整備ということで圃場整備の推進ですとか、いわ

ゆる農業用施設、用水路、道路等の改築ということで、生産コストを下げるような施策は取ってお

りますが、今後とも農家の声を聞きながら、どうした施策が農家にとって収入につながるのか、そ

の辺りは、また研究してまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

やはり市内のそういった生産者のデータはしっかり取っていただきたいなと私は思うので、要望

しておきますが、仮払金、農家の収入が上がることに、私は賛成ですし、これからもなんですけれ

ども、それに伴って、やはり消費者価格、消費者米価、そちらのほうも上がっていくというのが今

の政策の現状じゃないかなと。ここはやはり政策の見直しが必要なんじゃないかなと思うわけです

けれども、進められております食料安全保障の観点からも、そういった見直しのほう、働きかけを
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お願いしたいなと思うんですけれども。やはりこの食料・農業・農村基本法、今これから食料自給

率とかいろいろ取り沙汰されているわけですけれども、やはり生産者がもうかって、消費者は毎日

食べるお米が買いやすい、そういう制度でないといけないんじゃないかなと思うんですけど、その

辺のお考えを、市としての考えを伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

お米に限りませんけども、やはり生産に係るコストが適切に、いわゆる販売価格、価格設定に設

定されるということは重要なことだというふうに考えております。 

ただ、今言われるように、やはり需要と供給のバランスもございます。今、国のほうでも、やは

り消費者離れというのを一番恐れておりまして、そのための米の量というのを、絶えず在庫量を確

認しておりますので、市といたしましてもやはり売れるお米作り、いわゆる糸魚川産の場合ですと

かなり品質が良いということで、消費者の人気もあるというふうに考えておりますが、今以上の品

質向上に向けて、関係機関とも連携してまいりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

米価が高くなって、お米離れが進む。あるいは外国産米に流れる。そういう循環がもし、それが

あるとすれば、それは何とかしなければいけないし、米を主としているこの地域においても大きな

影響が出るんじゃないかなと。私としては、やはり戸別所得補償方式、あるいはそれに準ずる政策

をこれから市としても求めていってもらいたいと思うんですけども、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

私どもは、新聞報道でしか分かりませんけど、やはり今、国のほうでは所得補償、また直払いと

いうような形で農家を守ろうという議論もされておるというふうに聞いております。具体なものは

まだ出てきておりませんけども、今後の国の動きにつきましては注視してまいりたいというふうに

考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 
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○１１番（田中立一君） 

ぜひ国のほうへも、あるいは県を通じてでも、生産者を守って、先ほどお話しした生産意欲が高

まるような政策のほうを要望していってもらいたいなと思います。 

もう一つは、昨年、特にそうだったんですけれども、猛暑に強い米作り、これに対してどういう

ふうにされてるか。先日も生産者米価の大会があったりもして、そういったこともお話がありまし

たけれども、ＪＡや農家を対象にして、暑さに強い米作りの研修会が結構あったよというふうに聞

いてるんですけども、そういうことへの生産者の研修会等に対する考えというのはどうなんでしょ

うか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

昨年の高温・渇水の状況を受けまして、今年度から農協のほうでも、農家の皆さんに対しまして、

田植の時期ですとか、水管理、かん水の時期等、いろいろとご指導させていただいております。今

年の結果というのは、これから農協のほうでも精査すると思いますので、またそうした結果を見て

まいりたいと思いますし、県のほうでも、やはり暑さに強い米ということで今、新しい米の開発に

も取り組んでいるということでございますので、今後のそうした動きを注視しながら、農家の皆さ

んに適切な米作りができるよう、また市といたしましても、どういった指導ができるか検討してま

いりたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

できればもうちょっと具体的な、こういう取組をぜひ市としては力を入れていきたいなとか何か

あれば伺いたかったところです。もしあれば、また次のあれでお願いします。 

この（２）のほうとも関係してくるんですけれども、結局、中山間地直払いだとか、ほかの多面

的機能とかという、そういったこともあるんだけど、５年ごとの単位になっているわけで、市内の

今、もうこれから５年後、さらには１０年後の先の農業というものをどのように捉えているのかな

と。市としては、その辺どのように捉えていますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

日本型直接支払のほうは、今言われるように５年単位になっております。今、私ども１０年先の

農業、どの農地を、誰が、どういった作物を作るかということで、地域計画ということで各地域に
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入らせていただきまして、声をお聞かせいただいて、その計画を年明けから取りまとめして、公告

する予定になっております。なかなかやはり、担い手、高齢化という部分で厳しい状況が続いてお

ります。国のほうでも、今後はやはり個人農家というよりも組織化、やはり集落営農ですとか法人

化ということがやはりコストを下げる上でも一番大きなウエートを占めるんじゃないかということ

を言われておりますので、糸魚川市としても非常に厳しい状態が続いておりますが、やる気のある

農家さんもたくさんおられますので、そうした皆さんとお話合いをさせていただきながら、もうか

る農業について、今後も農家の皆さんと話し合っていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

先ほどからの話の中であるように、やる気、生産意欲、それがどうかなというふうになってるわ

けですよね。今かなり大規模化、集積も進んできているわけなんだけれども、今年の特徴としては

仮払金が上がったわけだけれども、直接販売している生産者の方は、逆に収入があまり上がらなか

ったという話も聞くんですけれども、その辺の把握は、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

私ども、なかなかの農協へ出荷されたお米については動向等を把握しておりますが、直接支払い

されてる農家ということになりますと、法人・個人も含めて多数おられまして、なかなか具体にそ

うした声というのは聞いていないというのが実情でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

あらゆるそういったものも、情報は必要なんじゃないかなと思うわけでありますよね。 

（２）のほうになっていきますけれども、この第６期のほうにおいては、機能強化、ネットワー

ク化ですね、ネットワーク化を今度推進するというふうになっているんですけれども。糸魚川にお

いて、今の集落協定の中でネットワーク化がなかなかどうなのかなという懸念もあるんですけれど

も、先ほどの答弁ではネットワーク化を進めていく、あるいは加算措置のほうに期待する話がある

んですけれども、ちょっとその辺の考えを具体的にお願いできますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 
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○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

まだ、この制度につきまして最終的な結論というのが出ていなくて、今、農林水産省のほうでも、

今までありました集落機能加算というものの制度をどうするかということをかなり議論されている

ようです。ネットワーク化というのは、遠くの集落と手を結ぶというのも一つなんですけども、い

わゆる１つの集落内で、いわゆる農業をしていない、いわゆる非農業者の皆さんですとか、例えば

組織でいいますと青年会や老人クラブ、婦人会というような組織があると思いますけども、そうし

た皆さんと一緒に集落を守る、農業を守るというようなやり方も一つの加算事業になるのかなとい

うふうなことで今、農林水産省のほうから聞いておりますので、今後の農林水産省の具体的な動き

を見ていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

その集落機能強化加算なんですけれども、これに取り組む集落というのは、協定にしているとこ

ろは、今回見直しになった大きな原因は、やってるところが少ないというふうに言っているわけで

すよね。数字にしても大体全体の２％とかというふうに、もうネットやなんかを見るとあるんです

けれども、糸魚川は、この取組についてはどういうことになってるか分かりますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

集落機能加算につきましては、参加協定が少ないということよりも、やはり費用対効果の部分で

の、いわゆる財務省との関係なのかなというふうに私ども報道を見る限り、考えております。糸魚

川市内におきましても、全ての協定入ってるわけではございませんけども、いわゆる地域の花壇作

りですとか、地域の、いわゆる集落内の道路の整備ですとか、いわゆる農業施設とは別の部分の活

動に利用できますので、そうしたことで加算に加入している協定もございます。そうしたことで集

落の維持に努めておるというふうに捉えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

私は、この集落機能強化加算も必要なことじゃないかなとは思っているし、これを当てにしてる

といいましょうか、いろいろと取り組んでいる集落もあるわけですよね。もしもこれがなくなった

らどうなるのかなということを想定した場合、どのようなことが考えられますか。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

やはり集落を維持するために、集落の景観保全等に努力して、こちらの加算金を利用されている

集落も多くございますので、やはりこの制度そのものが廃止ということになりますと、集落の活性

化という部分に大きな影響が出るのではないかというふうには考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

黙って我々も見守っていいのかなという気もしないでもないんですけどね。もうちょっと声も上

げていかなきゃいけないんじゃないかなと思ったりするわけでありますが。 

もう一個、今後の農業についてなんですけども、新たな取組の中で、去年あたりから地域おこし

協力隊が集落に入ったりということで期待をされているわけなんですけれども、もしもそういった、

募集をして集まるものならば、１つ、そのミッションの中に無農薬とか、あるいは減農薬に対する

取組の人を募集する。これは、こっちになってくるのかな、ちょっとあれなんですけども、そうい

う考えというのは、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

確かに今回、地域おこし協力隊の方２名、糸魚川で採用しておりますが、そのときに、採用にな

らなかった方の中で現場を見に来て、いわゆる無農薬農業をやりたいという、非常に積極的にやり

たいということを言っておられた方もおられました。 

ただ、実際、現場を見にきたときに地形的な条件等で、やはり自分の田んぼで無農薬やっている、

虫ですとか病気ですね、入ったとき、隣の田んぼが近いというようなことで、なかなかちょっと厳

しいのかなということで諦めたという方もおられます。ですから、糸魚川市といたしまして、そう

した農業、多様性のある農業というのは必要だというふうに考えておりますので、そういう条件で

おいでになられても、また相談には乗っていきたいというふうには考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 
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応募する段階において、こういう無農薬、あるいは農薬を減らした農業をミッションとして最初

からやっていく。そのための条件もどうやったら整えられるのか、そういうのをもっと積極的とい

ったらいいんでしょうか、見据えた、せっかくやりたいと言ってこられた方が、最終的に選ばなか

ったというのは、もったいないというか残念だなという、その話も私も聞いたわけなんですけれど

もね、これはやはり増やしていかなきゃいけないんじゃないかなと。地域によっては、それを無農

薬で作った産物を学校給食に当てると。無農薬のものは、どうしても単価が高くなってくる。生産

コストが上がってくるわけだけれども、１つの、農林水産課なら農林水産課だけじゃなくて学校教

育のほうの費用といいましょうか予算、その中で連携する中において、食育といいましょうか、含

んでいくのにも大きなものがあるんじゃないかなと思うんですけども、考え、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

星野農林水産課長。 〔農林水産課長 星野剛正君登壇〕 

○農林水産課長（星野剛正君） 

お答えいたします。 

地域おこし協力隊につきましては、やはり地域からの要望というのが、希望というのが一番大き

いと思います。昨日の質問の中でも答えさせていただいてるんですが、やはり地域おこし協力隊と

いうことになりますと、特に農業の場合ですと、営農ですとか日常の生活の指導というのはもちろ

んなんですが、３年間という期限の後、やはり地域に残っていただきたい。そうすると長期的な目

で、長期的な支援施策ですとか永住に関わる支援を地域がどうやっていけるかということが、まず

一番大事になってくるかと思います。あと、地域の皆様との思い、いわゆる農業方法につきまして

も、地域おこし協力隊に募集される方と地域が求める農業が一致しないと、なかなか一緒になって

やっていけないのかなというふうなことがございますので、地域おこし協力隊の応募された方の気

持ちも大事ですが、やはり地域の方のご希望というのも尊重していきたいというふうには考えてお

ります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

地域おこし協力隊でなくても、その地域、あるいは農業をやっていかれる方の中で、オーガニッ

クについて関心をお持ちの方がやりたいという声を出せるような環境を、またぜひ進めてもらいた

いなと。 

先月でしたか、上越でもオーガニックフェスタが開かれて、大変なにぎわいをやってましたし、

県内各地でやったりして、非常に関心が高い分野じゃないかなと。１つは、やはり農業の生き残り

の中の方策として考えてもらいたいと思いますので、ここはよろしくお願いして、次に、１番から

お願いをいたします。 

液状化でありますけれども、液状化の調査は、能生、青海でも行われたかということに対して、

行っているのか、行っていないのかがよくあれなんですけれども、１月４日の報道では、能生、青
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海地域などでも調査を進めるというふうな報道がありました。このことについては、いかがなんで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

液状化調査につきましては、現在、駅南・駅北地区をメインに調査のほうを行わせていただいて

おります。１月４日に調査をするというお話だったんですけども、こちらのほうにつきましては、

その前日でしたか糸魚川地域で液状化の現象が起きたという事案がありましたので、能生地域、青

海地域につきましても、そういった事案があるかというものを調べるということで説明させていた

だいたところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

先ほどの市長答弁では、住宅に関しては６件と。私も住宅と書いてあるから、それなんですけれ

ども、この物件の中には、教育相談センターとか、あるいは住宅以外、例えば車庫とか駐車場とか、

そういったものは含まれていないわけですよね。その辺、もし分かっていたらお願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

先ほど市長答弁にありました６件につきましては、主に中央区の住宅の件数になります。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

で、液状化のこの調査は、どこで何か所行われたか、もうちょっと詳しくお願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

液状化の調査につきましては、駅南・駅北地区におきまして、現地調査及び基本の文献調査によ

りまして、被害の概要、あるいは液状化のエリアの推定ということで、液状化現象の精査のほうを
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行いました。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

例えばボーリングの調査とかそういうことは、やったわけじゃないんですか、どうなんでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

ボーリング調査のほうにつきましては、春先からの調査の流れで、現在、駅北地区、中央区のほ

うで２か所、ボーリング調査のほうを実施してるとこでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

駅北地区で２か所というふうに伺ったんですけれども、中央区のほうの住宅が６件、私としては、

中央区のほうをしっかり調査をして、何のための調査なのか、その辺をはっきり、目的もお願いし

たいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

先ほど大変失礼いたしました。「駅北地区」ではありません。「駅南地区」の間違いでございま

したので、修正のほうをさせていただきます。 

ボーリング調査の目的につきましては、今後、例えばどのような支援といいますか、ボーリング

のデータに基づきまして、土質の状況とか水位とかを調べまして、今後どのような形で支援のほう

をするかを踏まえて、要は今の既存のデータと、今度、今被災直後のデータのほうを見比べまして、

支援策をどのようにするかの判定する材料ということで、今ボーリング調査のほうをさせていただ

いてるとこでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

五十嵐産業部長。 〔産業部長 五十嵐博文君登壇〕 

○産業部長（五十嵐博文君） 

お答えいたします。 
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若干、追加整理させていただきます。 

今までやってきて、春先までにやってきた仕事は、地形ですとか既存の文献、あと現地の踏査等

で、どっちかというと定性的に液状化の調査をしてまいりました。今現在、市長答弁にもございま

した、国交省と協力してというのは、少し欠けている部分に、実際にボーリング調査を加えて、液

状化に対する危険値、安全値みたいな、そういうやつを前回の調査と併せて今回の液状化の被害の

想定、被害エリアを決定したり、あと長﨑課長が申しましたのは、その先で、今度そのエリアで住

宅、実際に被害出た方、これから建てられる方へのどういう工法がいいか、それに対して支援はど

うあるべきかというところを、この先、今検討しているという状況でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

大分詳しく今、話伺ったんですけれども、今の調査の結果はいつ頃出るのかなという話になって

くるわけですよね。危険値、あるいは安全値と今言われました、それは「値」ということですか、

それとも土地の「地」なんでしょうかね、ちょっとその辺もはっきり教えていただきたいですし、

今後の支援の体制、これによってどのように変わってくるのかなと。その辺の見通しもちょっと、

ちょっと幾つか今言いましたけれどもお願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

今ほど、駅南のボーリング調査のほうを行っている状況でございます。そのデータを基づきまし

て、今ほど部長も申しましたとおり、今後の支援策ということで、今、国土交通省さんのほうと協

力のほうをさせていただいて、ボーリング調査のほうが分かり次第、できるだけ早く、その辺の方

向性を、まず庁内のほうで決めさせていただきまして、それで少しでも早く、地元のほうには説明

できる方向で、今作業のほうを進めさせている状況でございます。 

○議長（保坂 悟君） 

ほかの質問への答弁は、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

今ほどお話ありました安全値（ＦＬ値）になりますかね。 

○１１番（田中立一君） 

先ほど部長が言われた危険値とかって、その値は、「値」か、それとも土地の「地」なのか、ど

っちかよく分からないということ。 
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○議長（保坂 悟君） 

暫時休憩いたします。 

 

〈午前１１時４８分 休憩〉 

 

〈午前１１時４９分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

失礼いたしました。今ほどご説明したとおり、土質試験といいますかボーリング調査を行いまし

て、危険な値ですね、を調べるということで説明させていただきました。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

値ということになると、それを数字で、ここは例えば１０段階に表すのか５段階に表すのか、よ

く分かりませんけれども、それによってどのようになっていくのかなというところをまず示してい

ただきたいなと。危険の値というと、なんかちょっと怖い感じもするんですけれども、調査をする

限りにおいては、その辺を今度、住民の皆様にも説明をしていかなければいけないんじゃないかな

と思うわけですし、もう今、既に住民の皆さんは、やはり住んでいかなきゃいけないから修理も始

まってんじゃないのかなと思うわけなんですけれども、その辺の説明に対する考えは、いかがなん

でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針というものがありまして、そちらのほうでは、液状

化に対する安全率、今ほど言われたＦＡ値なんですけども、そちらのほうを基にしまして、算定さ

れる液状化の厚みといいますか層と、あと、地表の変位量、そちらのほうを液状化指標値から液状

化の被害の可能性を判断することができるというふうにうたってありますので、そちらのほうを精

査させていただきまして、今後、作業のほうを進めさせていただく予定でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

その値だとかボーリング調査の結果によって、ここはどういうふうな地盤改良をはじめ、住宅、

あるいは土地に対してやっていかなければいけないというふうなものが出てくるんじゃないかなと

思うんですけれども、そういったことを示されることによって、国からの支援、そういったものや

なんかは、大分出てくるわけでしょうか。期待してよろしいんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

今ほどの調査によりまして、支援ということになりますと、今、市と連携しております国土交通

省さんのほうと協議させていただきまして、例えば予防保全対策案みたいなものを検討中なんです

けども、例えば公共施設と宅地を一体とした面的な整備とか、あと、それに併せまして個別の対策

案とか、そのようなものを検討させていただきまして、今後の支援についても検討する必要がある

というふうに捉えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

国の支援を受けられる内容があるなら、やはり早くやって示していただけたらなと。私の捉え方

がちょっと違ってんのかどうかは分からないんですけれども、もう１年たつわけですから、そのよ

うにお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

いろいろ調査のほうをさせていただいてるんですけども、なかなかちょっと進まない状況もあり

ますし、今後、今言った点を踏まえて、少しでも早く住民の方に説明できるような段取りで進めさ

せていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

よろしくお願いしますが、これまでこういう調査をしますよとか、今調査状況がこういうことに

なってますとか、あるいはもう修理が始まっている家等については、教育相談センターは何とか、

今の段階でもなんかそのままのように見えるんですけれども、駐車場、まだべこべこになってます
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わね。そういう地域住民に対して、これまでどんな説明だとか、あるいは対応というのをされたの

か、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

駅南地区の調査に関しましては、その都度というわけじゃないんですけども、地元の役員の皆さ

んには説明しながら、進めさせていただきました。 

なお、今回、土質調査を行うに当たりまして、その詳細につきましては、地区の回覧等で周知を

させていただいたとこでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

ぜひそのように進めてもらいたいですし、もう一個気になるのは、今相談センター、教育相談セ

ンターの話をちょっと出しましたけれども、ボーリング調査は、駅南だけのようにしか、さっきの

答弁は聞こえたんですけれども、駅北、大町ですか、あそこは寺町ですか、その辺の多くのちょっ

と範囲を広げると、住民の方も住んでおられますし、工場、会社等もあるわけですけれども、その

辺の調査というのは行う予定は、あるいは行ったんでしょうか、あるいは行う予定はあるんでしょ

うか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

今回の地震の被害で、一番目に見えて甚大な被害を受けたのは、やはり駅南地区でございました

ので、まず、そちらのほうで詳細の調査ということでボーリング調査のほうをさせていただきまし

て、また、全体の調査の中でも、当然、今回の地形に似たようなところとかも把握はしております

ので、市長答弁にもありましたとおり、また今後、この先につきましては、再度そういった手法を

含めて、調査のほうを検討させていただきたいと思います。 

〔「議長、休憩お願いします。」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

暫時休憩いたします。 

 

〈午前１１時５６分 休憩〉 

 

〈午前１１時５６分 開議〉 
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○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

議事の都合で、昼食時限のため休憩といたします。 

再開を１時といたします。 

 

〈午前１１時５６分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

午前中は、大変失礼いたしました。 

まず、今やってる調査の目的のところから、まず説明のほうをさせていただきます。 

当市の方針としましては、まず、実際に被害が生じた方々の、まず不安を取り除くことが最優先

でございまして、あと被害の発生といいますか、住宅周辺における、まず液状化の発生エリアを明

確にすること、それと一番重要なのは、発生のメカニズムといいますか、原因を特定しまして、今

後の地震による再液状化を防止するために必要となる対策等を検討の上、住民に示す、こういった

方向で、今調査のほうを進めさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

今、最終的にかどうかはともかく、調査の目的の話を聞く中で、再発防止の今話があったかと思

うんですけれども、これは個人の敷地内、あるいは建物の中においてもということに考えてよろし

いんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

まだ、具体的なところまでは決めてないんですけども、まずは、今既往のボーリングデータがあ

るんですけども、そちらのほうを整理させていただきまして、まず、エリア等を決めさせていただ

きまして、その上で、先ほど私、ボーリングと言ったんですけども、実際、液状化が発生した要因

ですか、そちらを確定するということで、今調査のほうさせていただきまして、今後そういった形
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で、どのような形で対策を進めればいいかという検討は、これから進めさせていただくというとこ

ろでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

要因の確定は、確かに大事だし、だけど、もう発生してから間もなく１年。また余震なのか、あ

るいは新たな地震なのかが発生している中において、住民の皆さんは不安に思ってるんじゃないか

なとは思うんですけれども、その辺の見通しというのは、ある程度立っているものなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

今、国のほうと調査のほうを連携しながら進めさせていただきます。既存の地質調査といいます

かを基に、今後、解析のほうを進めさせていただきまして、具体的にちょっと、いつかというのは

ちょっと明確には言えないんですけども、少しでも早く、住民の方にも周知できるような形で説明

させていただく予定でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

ちょっとまだ煮え切らないような、でも、もうかなり住んでるところも、あるいはそうでないと

ころも個人のところは対応しているんじゃないかと思うんですけれども、住んでるところなんかは、

私も発生当時、見せてもらったりすると家が結構傾いたり、凸凹があったりしていて、ずっとその

まま住んでるわけにもいかないんじゃないかなと思うんですが、新潟やなんかの話、見ていると、

健康被害の話もあったりするんですけれども、そういった健康被害等の話というのは、どっか出て

きているもんでしょうか。あるいは把握されてるところ、あるんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

住宅の被害というのは、お聞きはしてるんですけど、今ほどおっしゃった健康被害というとこま

では承知というか、お聞きしてないところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 
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本当にね、だからそれでいいなとは思うんですけれども、十分に住民と接しているのかなという

のが一つ、先ほどからのやり取りで気になっているところでありますし、今後の調査結果にもよる

んですけれども、支援制度も考えていくのかなと。支援制度も早くやって示さないといけないんじ

ゃないかと。例えば新潟市は新潟市で、独自制度として新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金と

いうのを設けてますわね。そういうのをご存じかと思うんですけれども、糸魚川市としても独自制

度を、そういうものを設ける予定はありますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

新潟市の独自制度というのも、私は新聞報道で承知しております。当市の独自方法といいますか

対策につきましても、今後の調査結果を踏まえまして、また、庁内で検討させた上で、対策方法、

どれがいいのかということで、進めさせていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

新制度に前向きに取り組んでいきたいというふうに受け取ってよろしいわけですね。 

京ケ峰地区をはじめとした擁壁の空積みについてに入らせていただきます。 

ちょっと今まで時間あれだったんですけども、市長の答弁では、管理している施設を今調査して

いると。これ、具体的にどこということは言えないんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

空積みの調査につきましては、まず、京ケ峰の団地の東側、今回の造成ブロックが結構崩壊した

とこなんですけども、そこの東側に、当市が管理しております駐車場がありまして、そちらのほう

の造成ブロックを調査させていただきました。 

あともう一か所は、能生地域の旧能生体育館の市道白山線があるんですけども、ちょうどその東

側に道路に並んでいるブロックといいますか、そちらのほうを調査のほう、させていただいてると

こでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

能生地域、もうちょっと、能生体育館のところのブロックということでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

言葉足らずで、すいません。旧能生体育館といいますか、能生体育館の向かいのちょっと高台に

なっているところに駐車場があるかと思うんですけども、そちらのほうの道路の北側というんです

か、そちらのほうのブロックになります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

私も地震発生時、京ケ峰の被害があって、毎日のようにあそこの前、あそこの前というのは旧体

育館のとこを通って、ここは空積みじゃないのかな、あるいは擁壁大丈夫なんかなと思って通って

いたところでございます。今、福祉センター、旧ね、の建物もあったりするわけなんだけれども、

あそこを見ても、土台から少し傷んでるなということで心配はしているんですけれども、そこも空

積みだというふうにも断定していいんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

磯貝生涯学習課長。 〔教育委員会生涯学習課長 磯貝恭子君登壇〕 

○教育委員会生涯学習課長（磯貝恭子君） 

お答えします。 

今言った箇所につきましては、コア抜きによる内部調査を行いまして、コンクリートが充塡され

ている方式だということを確認いたしました。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

ということは、それは練り積みという工法だというふうに受け取っていいわけですね、分かりま

した。ちょっと心配はしてたんですけれども。 

京ケ峰のことに関しては、空積みだと。これが被害を大きくしている大きな原因だというふうに

受け止めているわけなんですけれども、この工事を発注したのは、どこだったんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えします。 

今ほどの問合せは、京ケ峰の空積みの部分の修繕をしたってとこですか、あちらのほうは、空積

みということを確認しましたので、私どものほうでコンクリートといいますか、充塡のほうをさせ
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ていただきまして、業者のほうは、後藤組さんに頼んだところでございます。 

○議長（保坂 悟君） 

課長、もともとその工法をしたところがどこだったかという質問だったんです。 

〔「休憩お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

暫時休憩いたします。 

 

〈午後１時０９分 休憩〉 

 

〈午後１時１０分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

大変失礼いたしました。当該地区につきましては、新潟県の住宅供給公社によりまして施工した

ということになりまして、昭和４０年から４５年にかけて造成したということで記憶しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

私も何だかの報道だったか何かで県の仕事というふうに聞いてはいたんですけれども、現在は、

先ほどの体育館のところじゃないけれども、建築基準法ですか、それによって全部空積みというの

をしないで、練り積みのほうの工法になっているというふうな話も聞くんですが、違法ではない、

違反ではないけれども、この宅地造成したのが空積みだということは、県のほうは、じゃあ知って

いたわけですね。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

五十嵐産業部長。 〔産業部長 五十嵐博文君登壇〕 

○産業部長（五十嵐博文君） 

お答えいたします。 

当時の基準では、胴込めにコンクリートを使うというブロック積みの基準はないということは承

知しておりました。今回の発災を受けるまでに、あそこは空積みのブロックなんだという認識はな

かったかと思いますが、こういう事象を受けて、いろいろ法令等を調べて、空積みだということは、

県のほうも承知をしております。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

やっぱり違反ではないし、違法ではないし、認識があったかどうかはともかくとして、この発生

したのが、でも空積みが大きな原因だと、先ほどからのやり取りの中でそのように受け止めた場合、

県のほうから、このことについて何らかの反応といいましょうか、話というのはなかったんでしょ

うか。あるいは、逆に市のほうから、これを大きな原因だけどもということで詳しい調査、あるい

は支援、そういったことの話はなかったんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

特に我々のほうからは、県のほうに一応話をしたということはいたしませんでした。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

五十嵐産業部長。 〔産業部長 五十嵐博文君登壇〕 

○産業部長（五十嵐博文君） 

補足いたします。 

県のほうは、当時の基準に当てはめて問題ない構造物であったということと、もう一個は地震だ

という、そういう認識でした。 

ただ、私どもも実際、市民の方と接しておりますので、そこに、まだ家は何ともなくてもブロッ

クが歯抜けをして崩落していると、いつ家が影響出るかということが分からないということで金額

的には十分ではなかったかもしれないですけど、被災宅地の復元のほうの支援というのを、我々、

京ケ峰等を念頭に置いて、補助制度を市として創設して運営してきて、皆さんからご利用いただい

たものでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

やはり何回も言うように、違法でも違反でもないし、その当時の基準にはのっとっていたけれど

も、幾ら地震とは言っても、原因がこうだということになった場合、何らかの、個人的な感覚的な

ものなんですけれどもね、県のほうも、その辺の考慮といいましょうか、責任の一端は少しは感じ

ているのかなというふうには思って、今伺った次第なんですけれども。どうも今のやり取りだと、

その辺のところは感じていないというふうに受け取ってよろしいわけでしょうか。それを酌み取っ
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て市のほうでは、住民の方、被害に遭われた方に対して、市のほうではその辺の制度をやっている

というふうに受け止めたんですけれども、それでよろしかったでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

五十嵐産業部長。 〔産業部長 五十嵐博文君登壇〕 

○産業部長（五十嵐博文君） 

お答えをいたします。 

県から引き継いだものが空積みであって、それが今回影響を受けたことは、その後引き継いで、

建築確認のときでも、その敷地を構うような建築確認行為もあまり出てきてなければ知りようがな

かったということでは、責任という意味では、市のほうは知りようがなかったという気持ちはござ

います。 

ただ、何回も繰り返しになりますけど、被災された方が気の毒だという気持ちというのはあるも

んですから、ぜひお金があれば引っ越しとかいろいろできるかもしれないですけど、実際には、な

かなかできないですよね。ですので、今のところに住み続けていただくために、最初は積み替えで

すとか事業者のほうと相談して、穴を開けて、コンクリに後から裏に注入して、安心して住み続け

ていただける環境を市としてつくっていったという状況になります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

説明のほうは、大体分かりました。理解はしたつもりです。 

ただ、県のほうが何もないのかなって、やっぱり何となくそういうもやもやとした気持ちが残る

し、いかがなものかなと思って、何回か聞かせてもらいました。分かりました。 

その辺のところであれですけども、今住んでる方の話されましたけども、もしも５０世帯に避難

要請されたというふうに、約５０世帯、この中で、ここに住めないで転居されたという方はおられ

ましたか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

被災直後の調査させていただいてまして、３世帯の方が転居のほうをされたというふうにお聞き

しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 
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本当にお気の毒だなと思います。分かりました。 

ちょっと時間がなくなったので、すいません、（２）のほう、収容者数については前回、ゆとり

館のことで話もさせてもらったんですけれども、少し触れたんですけども。例えばゆとり館にして

も、災害によっての収容人数の違いというのもあるわけなんで、ゆとり館に限らずだけど、もしそ

ういうのがあれば、それによって収容人数が違うことを今後、示されたほうがいいんじゃないのか

なと思うんですけども、その辺の考えは、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

竹田消防長。 〔消防長 竹田健一君登壇〕 

○消防長（竹田健一君） 

お答えいたします。 

収容人数につきましては、地域防災計画に規定されているんですが、その後はコロナ禍で密にな

らないようにということで、さらに分散といったようなことで、その施設が何人という形は決まっ

ているんですが、周知はしてないと。また、地域防災計画を見ても、マックスでということになっ

ておりますので、周知は必要だと思いますし、また、行政のほうでも実際に把握しておくといった

ことは大切かと思います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

お願いします。 

やっぱり災害別にも示したほうがいいんじゃないかと思いますし、見直しよろしくお願いします。 

何でもう一回、今回聞いたかというと、今度この地震で避難場所へ行ったら、ほかの地区の方で

いっぱいで入れなかったという区長さんの意見がありました。それをご承知かと思うんですけれど

も、そういったことがあってはいけないんじゃないかなという中で調べてみたところ、ＶＡＣＡＮ 

Ｍａｐｓというものがあるんですけれども、防災ＤＸの一つなんですが、ＶＡＣＡＮ Ｍａｐｓは、

ご存じでしょうか。もう全国で２００以上の自治体が、これを利用されているというんですけれど

も、ご存じかどうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

竹田消防長。 〔消防長 竹田健一君登壇〕 

○消防長（竹田健一君） 

お答えいたします。 

今、議員言われたものについてはちょっと把握はしていないんですが、ただ、県のほうで、別の

システムについて今検討しておりまして、令和８年度運用開始を目指して進めているといったよう

な状況です。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

これは、ＶＡＣＡＮという会社が持っているアプリ、あるいはソフトと言ったらいいんでしょう

か。これによって避難所の状況が全部、行く前にもうスマートフォンなりパソコンで分かる、そう

いうシステムであります。 

今、消防長言われたように、この会社ばっかりじゃないのかもしれませんし、そういうの、やは

りあれば、非常に避難においても有意義なんじゃないかなと。県内ではこれを利用しているのは、

私が調べた限りでは、長岡と見附だったかな、に、たしかあったかと思います。防災ＤＸを進めて

いくなら、こういったことも視野に入れてやっていただきたいと思います。 

あと、福祉避難所の話、来年からやっていくというふうになっているんですけれども、要配慮支

援者に対しての受入れ体制について、これまでも初日の日も一般質問でも話もあったりしたんです

けれども、その各避難する施設の中に福祉避難スペース、その受入れについての話が今までなかっ

たなと思うんですけれども、福祉避難スペースに対する考え方、あるいは体制というものは、どう

なってますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

山岸福祉事務所長。 〔福祉事務所長 山岸千奈美君登壇〕 

○福祉事務所長（山岸千奈美君） 

お答えいたします。 

福祉避難スペースにつきましては、今までの災害の中におきましても、まず、避難所のほうに一

旦収容していただいた中で、個別対応ということで、個室等を準備しておったところです。今後の

準備ということで申し上げますと、福祉避難所の施設の設置に併せまして、各避難所の中でも、そ

のスペースを事前に想定して確保しておくというところも計画をしておりまして、体育館のような

ワンフロアのところですと個室というのが難しいので、消防本部のほうともいろいろ知恵をいただ

きまして、簡単なテント方式のものを使ったりということで計画をしているところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

今までこの福祉避難スペースの話題があんまりなかったなと思って、あえて聞かせてもらったん

ですけれども、今計画をしていると。早くその計画を実現して、それから、やはり市民が知ってい

ないといけないんじゃないかなと。各施設において、福祉避難スペース、そこではどんなことがで

きるか、また、そのための準備も必要になってくるんじゃないかなと思いますので、その取組をし

っかりお願いしたいと思います。 

次、上下水道のほうなんですけれども、先ほど耐震化率等を伺ったんですけど、これって全国平
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均からすると私の感覚としてはちょっと低いかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

山口ガス水道局長。 〔ガス水道局長 山口和美君登壇〕 

○ガス水道局長（山口和美君） 

お答えいたします。 

先ほどの答弁のほうで申し述べたのが、基幹管路、基幹の耐震化率ということでお知らせいたし

ましたが、それに関していいますと、全国平均が２８％になりますので、それよりは上回っている

状況にあります。 

ただ、今回の能登半島地震を受けまして、いろんな見方で、いろんな分析が今入っているところ

で、国のほうでも耐震化率については、いろんな方法で出す調査が入っております。それの調査の

内容によっては、全国平均に満たないものもございます。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

それにのっとって、耐震化計画というものができていくかと思うんですけれども、今答弁等は策

定中ということなんですけども、見通しとしては、いつ頃までに策定される予定でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

山口ガス水道局長。 〔ガス水道局長 山口和美君登壇〕 

○ガス水道局長（山口和美君） 

お答えいたします。 

今回、やはりこの能登半島地震を受けまして、国のほうは、上下一体の耐震計画ということで、

早急につくるようにということで、国からは依頼指示が来ております。今の状態ですと、１月末ぐ

らいまでには国のほうで報告が必要でありまして、国もそれを受けての公表を考えているというこ

とで、指示がございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

それともう一つは、能登半島地震の教訓から、断水が長期化したということで、小規模分散の今

考えていると、小規模分散も考えていくという話で、まず、能登半島のほうで、それを小規模分散

化していくという話があるんですけれども、地形やなんか見ると、この地域もそういった地理的要

件は同じのように思うわけですけれども、小規模の分散化、何か以前の合併前の状況に戻るような

感じが、感覚的にはするんですけれども、リスクとしては少なくなるのかなと思うんですけども、
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もしもこれが進めていった場合の考えというのは、何かあるでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

山口ガス水道局長。 〔ガス水道局長 山口和美君登壇〕 

○ガス水道局長（山口和美君） 

地形的な問題があるかと思います。今まで国のほうでは、やはり経営状況を勘案いたしまして、

広域化とかそういった形のものを進めてきた経過がございます。 

ただ、今回の能登半島地震におきまして、小規模といいますか、分散型も考えなければいけない

んじゃないかというお話かと思うんですが、今現状でいいますと、糸魚川市の場合、簡易水道、こ

ちらのほうは各谷谷で幾つかの水源を確保しておりますし、上水道につきましても水源については、

何か所か確保した状況で運営している関係上、ある程度のカバーはできると考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

これから耐震化計画、これをまた実際にやっていこうとなると、かなりの予算が必要になってく

るのかなと思うわけですけれども、その辺の見込み、これからどうなっていくのかと思うんですが、

その耐震化をやっていくに当たっての予算化というものは、今どのように考えてますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

山口ガス水道局長。 〔ガス水道局長 山口和美君登壇〕 

○ガス水道局長（山口和美君） 

お答えいたします。 

今回、計画の策定を指示されてます内容につきましては、令和７年度から５か年程度ということ

で指示があります。また、それ毎年フォローアップをする中で、国のほうでは把握するということ

で、Ｑ＆Ａには回答がございます。国のほうもこれを受けまして、それなりの補助事業のメニュー

を考えていらっしゃるようなんですが、今のところ、まだちょっと詳細のほうは分かりかねるんで

すが、今までも耐震については、やってきてないわけではございませんので、しばらくは、そのス

キームにのっとった形で対応してまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

田中議員。 

○１１番（田中立一君） 

水のことについて、本当に今回の地震を受けて、大変だなと、大事なインフラだなと思っている

わけでありますし、しっかり耐震化計画の中で、できれば市民の負担が少ないほうがいいわけです

けれども、そのような形で進めていくことをお願いして、私の一般質問を終わります。 

○議長（保坂 悟君） 

以上で、田中議員の質問が終わりました。 
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１時３５分まで休憩といたします。 

 

〈午後１時２９分 休憩〉 

 

〈午後１時３５分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

次に、近藤新二議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 〔１５番 近藤新二君登壇〕 

○１５番（近藤新二君） 

創生クラブの近藤新二です。 

通告書に基づき、１回目の質問をさせていただきます。 

１、糸魚川市が管理する遊具の管理状況について。 

１１月７日、久留米市の小学校で、児童が運動場に設置された「ろくぼく」と呼ばれる金属製の

はしご状の遊具で遊んでいたところ、およそ１メートル６０センチの高さに固定されているはずの

鉄棒が回転し、手を滑らせて地面に落下し、腰の骨を折るけがをしたとニュースで報じられました。 

市教育委員会は、鉄棒が回転したのは柱との接合部分がさびで劣化したことが原因だとしていま

す。この遊具は去年１２月に定期点検を行い、その際には異常は確認されなかったということです

が、市教育委員会は、「管理に不備があった」と公表されています。事故後、市立小学校の全ての

遊具を点検したところ、ほかの２校の遊具でも劣化が見つかり使用を中止しました。市教育委員会

は、けがをした児童とご家族に陳謝し、今後、点検を徹底し、遊具の安全、維持管理に努めると報

じられていました。しかし久留米市では、今年の８月と１０月にも市が管理する公園の遊具で子供

がけがをする事故が起きています。事前に発生した事故の教訓と再発防止対策がされておらず問題

視されています。 

全国的に公園や施設の遊具には、安全基準を満たしていない遊具が存在すると言われています。

また、遊具は経年や雨風により劣化し、けがや事故につながる危険も高まっていきます。そのよう

な遊具を早期に発見し、重大な事故につながる危険を取り除くために、的確な点検が必要とされて

います。 

糸魚川市が管理する「公園」「保育園、幼稚園」「小学校」等の遊具について、どのように維持

管理をしているか伺います。 

２、糸魚川市役所における喫煙所の適正な位置について。 

平成３０年７月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、令和元年７月１日から第一種

施設として区分される学校や病院などの、子供や患者などが主として利用する施設や、行政機関の

庁舎などにおいては、敷地内禁煙が義務づけられ、令和２年４月１日に法律が全面施行されました。

この法律は望まない受動喫煙の防止を目的としており、多数の者が利用する施設などの区分に応じ、
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当該施設などの一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有す

る者が講ずべき措置等について定めるとされており、公共の場における禁煙の規制を強化する内容

となっております。 

公共の施設における禁煙の制限では、特に子供や患者などの配慮が必要とされ「学校、児童福祉

施設」「病院、診療所」「行政機関の庁舎」等の第一種施設では、多くの人が利用する施設におい

て、原則として喫煙を禁止することが定められています。健康増進法の一部を改正する以前は、糸

魚川市役所庁内にも喫煙所が設置されていましたが、令和元年７月１日の施行から市役所及び市民

会館等の敷地内において、原則禁煙の措置が取られてきました。 

また、この法律は、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所を設

置することができるとなっています。現在の糸魚川市役所において喫煙できる場所は、ありません。

市役所職員はもとより来庁者、市民会館利用者などの現状を鑑みれば、喫煙できる場所の設置が必

要と感じられます。市の方針や条例に基づき適切な場所に設けられ、周囲への配慮が求められる現

状をどのように捉えているか、糸魚川市のお考えを伺います。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

近藤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目につきましては、都市公園や市民公園の遊具は、有資格者により、年に１回、定期点検を

実施するとともに、計画的に修繕・更新しております。 

また、人が多く訪れるゴールデンウイーク前などには、職員が直接公園を見回り、安全点検を実

施いたしております。 

幼稚園・保育園と小学校では、定期的に目視等で遊具点検を行っており、使用に危険があると判

断される場合は、修繕等を行うなど、安全管理に努めております。 

２番目につきましては、望まない受動喫煙の防止を図るため、令和元年７月から駐車場も含め、

市役所本庁舎等の敷地内を全面禁煙といたしたところであり、来庁者、利用者の皆様からご理解を

いただいていると認識いたしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては所管の部・課長からの答弁

もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

ニュース報道などで遊具による事故が各地で発生していることから、糸魚川市の取組を伺いたく、

今回、一般質問をさせていただきます。 

事前に請求した資料にご丁寧に対応していただき、御礼申し上げます。 

これより、２回目の質問をさせていただきます。 
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糸魚川市が管理する公園、保育園、幼稚園、小学校の遊具での事故は、直近どのような事故が発

生したのか伺います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

定期点検を行っております市が管理する公園につきましては、直近１０年ぐらいなんですけども、

これまでのところ、市民の皆様に大きなけがを伴う事故の報告はございません。 

今後も、市民の皆様が安全に公園を利用できるよう、遊具の定期的な点検や整備を徹底していき

たいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

幼稚園、保育園と小学校の部分について、お答えいたします。 

近年、小学校のほうでも事故が発生したという報告は受けておりません。 

ただ、園のほうでは、ブランコから落下して、たんこぶを作ったですとか、築山で転倒して、顔

を打ちつけたといったような事故報告は受けておりますけれども、基本的には、遊具自体に不備が

あっての事故といったものの報告は、受けていないというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

ありがとうございます。事故が発生した場合、ニュース報道などで各自治体や学校では、遊具の

安全点検や利用ルールの周知を強化する動きがあると思います。糸魚川市の遊具の点検について、

適切な点検が行うことで、遊具の劣化や事故につながる危険を早期に発見でき、常に子供たちに安

全で自由な遊び場を維持管理できるようになります。市が管理する公園、保育園、幼稚園、小学校

の遊具の点検の方法と、その点検サイクルを具体的に教えてください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えします。 

市が管理する公園では、人が多く訪れるゴールデンウイーク前に、主に目視や触診などによりま

して、施設の変形とか異常の有無を調べる日常点検のほうを実施しております。 

また、年に一度、一般社団法人の日本公園施設業協会の遊具の安全に関する基準に基づきまして、
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その協会の認定資格を有する方から、構造部材、あるいは消耗部材などにつきまして、詳細な定期

点検のほうを実施しているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

幼稚園、保育園と小学校におきましては、学校保健安全法施行規則によりまして、安全点検を最

低、毎学期１回以上行うといったところが定められております。これを踏まえまして、小学校では

月に一度の頻度、また、園のほうでは毎週といった形で週に１回という形で職員等が目視等で点検

を行っているところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

ありがとうございます。私の資料、頂いたものの中には、私が卒園した中央保育園と糸魚川小学

校の資料があるんですが、これには、今答弁されたようなことが記載されています。市が管理する

公園や保育園、幼稚園などの遊具の点検においては、適切に点検がされているということで、ここ

にも点検記録もしっかり残されています。ほかの保育園、小学校でもこういったものがしっかり点

検記録として残っているのか、再度伺います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

市が管理する公園の遊具の点検者につきましては、日常の点検は、職員が直接現場のほうを回り

まして、確認のほうを行っているところでございます。 

定期点検につきましては、一般社団法人日本公園施設業協会の遊具の安全に関する基準に基づき

まして、同じ協会から認定資格を有する方から点検のほうを行っております。 

点検記録につきましては、施設の点検表を作成して保管しておる状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

議員のほうに資料としてお示しをいたしました中央保育園と糸魚川小学校以外の園、学校でも、

同様な形で点検をさせていただいておりまして、そちらの点検表のような形、全く同じ様式ではご

ざいませんけれども、それぞれチェックを入れるような形で職員が確認をいたしておるといった状
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況でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

しっかりとした点検を行っているんだなというふうに感じました。この点検で不具合が生じた、

直ちにこの遊具の使用を禁止するなど、そういった事例は今まであったのか、なかったのか、お聞

かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

直近の事例として、主なものを説明させていただきます。 

まず、今年の１０月なんですけども、遊具の定期点検時に、業者のほうから西浜公園のブランコ

のチェーン摩耗進行によりまして、６０％以下の残量となったため、使用を禁止したという事例が

あります。こちらのほうにつきましては、市のほうで台座とかチェーンのほうを交換といいますか、

修繕したところでございます。 

また、平成４年の４月のゴールデンウイーク前の直営点検で、西海の羽生団地の緑地のシーソー

の支軸部が破損したということがありまして、当面、使用禁止のほうの措置をさせていただいたん

ですけども、９月にシーソー板の交換を修繕で実施したという事例がございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

すいません、訂正させていただきます。 

今私、「平成」と申しましたけど「令和」に訂正させていただきます。失礼しました。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

園や学校の関係でも、例えば金属部分の取付け部分のさび等が生じたりとか、支柱にちょっと穴、

金属の腐食ですね、そういったところがあるといったところを確認した中で、使用中止にしたり撤

去したりといった事例がございます。 

直近でいいますと、今年度、田沢小学校で大型の木造のジャングルジムがあったんですけれども、

こちらにつきましては、ネットのロープが切れかかっていたりとか、木材が腐食したりといったと
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ころがございまして、撤去させていただいたという事例はございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

市が管理する公園の遊具点検では、資料によると、糸魚川地区と能生地区は職員がやられてると

いうことですが、青海地区は職員以外の、これは二幸産業株式会社が行っているというんですが、

これはなぜなのか。 

また、点検者の判定基準について、職員が判定したものと、今さっきおっしゃった公園施設安全

管理士の方が判定したものと、同じ場所によるんですが、市の職員は４月下旬、管理士のほうが

７月下旬で３か月しか変わってないんですが、かなり評価基準が違うと思うんですが、これについ

ていかがお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

まず、青海事務所が管理する公園につきましては、各公園の管理委託契約の仕様の中に遊具の日

常の点検が含まれていることから、公園管理委託を事業者にお願いしているものでございます。 

また、糸魚川地域と能生地域の公園につきましては、管理委託契約の仕様の中に含まれていない

ので、職員が、直営で点検のほうを行っているところでございます。 

今ほどお話ありました判断基準のほうにつきましては、都市公園における遊具の安全確保に関す

る指針に基づきまして、統一した基準で行ってるとこでございます。主に、目視、触診、あと聴診

ですか、などによりまして、施設の変形や異常の有無を点検しまして、ランクとしましてはＡから

Ｄまでの危険度で判定のほうを行っておるとこでございます。 

また、今ほどお話ありました４月ということになりますと、ちょうどゴールデンウイーク前とい

うことで、その時期にやらせていただきますけども、現在はそういう状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

これを見ると、市職員の場合の、これは一つの例なんですが、Ａ判定、健全であり修繕の必要が

ない、使用可能とされているものが、この管理士によるとＣ判定となっていることがありまして、

重要な箇所に部分的な異常があり、部分修理が必要、使用禁止ということもこの中にあるんですよ。

やっぱり市の職員と、そういった管理士の方々と一緒に目を合わせる。こういうとこが、こういう

ふうに見えるんだよということが大事だと思いますので、ぜひともこういう進め方をしてほしいな

と思います。 
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また、通常ですと市の職員、また、管理士の方々に点検を、４月と７月にやっていただいてると

いうことなんですが、私の地域、横町では、３月に五、六人で区の役員が、地区の遊具と市の遊具、

併せてみんな点検するんですよね。それで、その後、草刈りだとかそういったときに、また再度、

遊具の点検をします。その際に出た不具合は、市のほうとか、区の遊具については区で直したりし

てるんですが、地域の方々の目も、これは必要だと思うんですよね。ぜひとも市職員、また、その

管理士以外でも、一緒になって地域の人と一緒に管理するべきだと思いますが、その辺についてお

考え、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

今ほど議員のほうからお話ありましたとおり、地域と一緒にというお話なんですけども、我々も

日常点検ということで、都市公園における遊具の管理指針に基づきまして点検のほうを行ってるん

ですけども、また、その辺り、点検する時期とか、今言われた分も参考にしまして、ちょっと見直

す必要があるのかを踏まえまして、ちょっと今後の対応を検討させていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

保育園と小学校について、また１つお聞きしたいんですが、この管理士による点検を年一度行っ

てない理由を教えてください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

園や小学校におきましては、先ほどの学校保健安全法施行規則によりまして、のっとって点検を

させていただいております。その中では、職員による目視での点検が困難な場合には、そういった

専門の方による点検を行うことというふうになっておりまして、そうでない場合、じゃあ職員によ

って安全が確保されているというふうに判断されている場合については、その点検で済ませている

と。もし職員の判断ではちょっと怪しいといいますか判断ができないといった場合に、そういった

専門の方の点検をお願いしているというような状況でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 
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遊具の安全基準を保ちながら子供の安全を守るために必要な遊具の点検には、日常点検、定期点

検、精密点検などが必要とされています。基本的な点検の視点では、安全性の確保、性能の保持、

美観に配慮した形成の維持とされ、適切な点検を行うことで遊具の劣化、事故につながる危険を早

期に発見できるとされてます。 

遊具は、過去の事故を教訓に、安全基準がかなり厳しくなっております。従来、遊んでいた遊具

にも安全基準に満たないものは撤去や補修がされておりますが、全国的に遊具の老朽化が問題視さ

れている今の中、糸魚川市の現状はどうなのか、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

当市には、設置から長い年月が経過した遊具もございます。 

そこで、老朽化した遊具の安全性を確保するために、公園の長寿命化計画を令和５年３月に策定

させていただきました。定期点検及び日常点検で、不具合があったものはもちろん、使用年数が長

い遊具を長寿命化計画からリストアップさせていただきまして、国の交付金等を活用しながら、計

画的に優先順位をつけて、更新を進めております。 

また、導入の際、最新の安全基準に基づいた遊具を導入しまして、事故リスクを軽減するなどの

取組を行っているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

園などでは、やはりあの遊具自体の安全性の確認というところももちろんでありますけれども、

やはりその遊具と子供たちが関わっていく中での安全性の確保といったところも大事になってまい

りますので、全国的に、例えば事故が起きたりしますと、そういった形での通知が国のほうからも

送られてまいります。そういったところも踏まえながら、子供たちの安全管理といったところで努

めているところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

ここで、事故報道の１つの例なんですが、埼玉県の保育園で事故が発生したときの報道です。 

２０２３年５月２日午前１０時半頃、久喜市の社会福祉法人が運営する私立なずなの森保育園か

ら、園児の首に遊具のロープが巻きついて意識がないと１１９番がありました。園庭で遊んでいた

男児３歳が緊急搬送され、呼吸と脈は確認されたが、意識不明とのことです。 
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遊具は、園庭の築山、高さ数メートルあり、山上部の柵からロープをつないで斜面に垂らす構造

で、園庭には３４人の園児と６人の保育士がおり、男児は、園庭にある土で盛られた築山で複数人

で遊んでいたと見られており、近くで遊んでいた別の園児が、ロープに首が絡まった男児を発見、

保育士は、いずれも事故を目撃してなかったとされています。 

報告書によると、事故の一、二年前、職員会議で築山でのロープ遊びは危険なためにやめさせる

話が出たと、複数の職員が証言しています。園の議事録には載っておらず、事故当日、現場にいた

保育士２人は知らなかったようです。 

また、事故直前、保育士の１人が築山の下で園児たちが引っ張り合う姿を見て、ロープを取り上

げましたが、撤去せずに柵につながれていたそうです。別の保育士も含めて適宜、現場を離れ、そ

の後、約１６分間にわたり現場は園児だけとなり、事故が発生しました。ロープが築山に持ち込ま

れた経緯も分からなかったってことで報じられてます。 

この事故を教訓に、絡まれるおそれのあるものの点検は、糸魚川市はどのように行ったか伺いま

す。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

この事故を受けてからの点検というものは実施しておりませんけども、日常点検とか定期点検に

おいて、危険と判断した遊具につきましては、使用禁止などの措置を講じまして、事故を未然に防

止するような形で努めているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

保育園では、遊具が、設置されている遊具のほかに木製のケーブル巻き芯の芯、でっかい木製の

ものと、また車のタイヤなどが使われてると思います。そのような遊具は、どのように点検されて

いるのかお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

園のほうでは、今、議員おっしゃるような形で、本当に市販のといいますか、作られた遊具ばか

りではなくて、子供たち、何でも遊び道具になりますので、タイヤとか、そういった木製のケーブ

ルの芯みたいなものも置いている幼稚園、保育園もございます。そういったものにつきましても、

先ほどの安全点検と同じような形で保育士のほうが一つ一つ点検をさせていただいているといった

ところでございます。 
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以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

この事故で報じられたときに、現役の保育士から、これ１つ意見が出されたんですが、１つの遊

具に保育士は必ず１人はつくのは基本中の基本だと言われてます。それができていない保育園があ

ることに驚きを隠せないと話されています。 

この、１つの遊具に保育士が必ず１人がつくという基本は、糸魚川市でしっかり守られているの

か、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

１つの遊具に必ず１つということではございませんけれども、やはり全ての園児にしっかりと目

が行き届いているといったところが大事だというふうに思っておりまして、現場のほうでは、その

ような形で子供一人一人見逃すことがないような形で対応をしているところでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

もう一つの岡山県の保育園で発生した事故なんですが、これは２０２１年１０月、岡山市の認可

保育園第二さくら保育園で、２歳の男児が園庭の遊具に首が挟まった状態で見つかったと、

１１９番通報がされました。 

男児は病院に運ばれたが、意識不明の重体。岡山西署や園の説明によると、男児を含む２歳児ク

ラスの１７人が、午前９時５０分頃から園庭で遊んでいたが、その後、滑り台やうんていが一体と

なった複合型の遊具に男児が入ったまま出てこないことに保育士が気づき、探したところ、遊具の

柵と高床の隙間に首を挟まれた状態の男児を発見したとされています。 

柵は、２００８年の開園後、園児らが通り抜ける際に頭部をぶつけることがあったため、園側が

独自に設置。男児が挟まれた幅２０センチ前後の隙間は、その際にできたということです。園長は、

取材に対して、園児と家族には大変申し訳ないと。柵をつけた際、隙間を作らず、全面を塞いでし

まえばよかったと話したそうです。園児の首が、複合遊具の隙間に挟まり、その後、死亡した事故

となりました。有識者による検証会議の最終報告の一部には、子供は、想定外のことや予期しない

行動をすることがあるなど、子供の視点での安全点検が必要だと指摘されています。 

これらのことから、子供の視点での安全点検や安全教育が必要と考えますが、市は、保育園、小

学校など、どのように教育しているか伺います。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

先ほど私、答弁させていただいた中にも触れましたけれども、やはり遊具だけではなくて、遊具

と子供の関わり、子供視点での遊具の安全管理の視点というのが必要だというふうに思っておりま

す。 

文部科学省のほうでも、学校における安全点検要領についてというのを令和６年の３月に新たに

作成するなどして、子供目線での危険箇所のチェック、そういったところも周知をしておりますの

で、そういったことに基づきながら、また、園、学校で安全管理を行っていきたいというふうに思

っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

保育園、幼稚園で起きる子供の事故の報告件数は、年々増えていると言われてます。これ内閣府

によると２０２０年に全国の教育、保育園施設で起きた事故は過去最多で２,０１５件、意識不明

となったケースは１４件あり、これとは別に５人が死亡されたということが書かれていました。事

故の起きた場所は、園庭も含む室外が多く、施設別では、認可保育園での発生が多いと、ここでは

書かれています。 

消費者庁による、これは２００９年の９月から２０１５年の１０月に報告のあった、遊具で起き

た１２歳以下の子供の事故は１,５１８件、親が目を離した隙に滑り台から落下、滑り台の手すり

部に服が引っかかって首が締めつけられた。滑り台の柵を乗り越えて遊んでいて落下したなど、遊

具の種類が特定できた中では、滑り台での事故が４４０件で最も多かったとされています。同庁は、

遊具の対象年齢を守ることや、保護者など大人が付き添うことで、ひもやフードのついた服は、遊

具に引っかかる危険性があるため、服装や持ち物に注意することなどを呼びかけているとされてい

ます。 

糸魚川市でも、このような周知はされていると思うんですが、いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

一般社団法人の日本公園施設業協会から毎年送られてくる「仲良く遊ぼう安全に」といいまして、

公園や遊具とかで、事故防止を目的としたパンフレットがありまして、そちらのほうを、保育園、

幼稚園にお配りして、周知のほうを努めたところでございます。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

今ほど長﨑課長のほうでもお答えしたとおりでありますけれども、当市においても幸いなことに、

そういった園児の重大事故というのは発生しておりません。 

国からいろいろ通達等も参りますし、ヒヤリハットの事案みたいなものも示されてきております。

こういったものを園のほうにも配付しながら、引き続き定期点検等も含めて、一層の安全確保に努

めていきたいというふうに思っております。あわせて、保護者の皆様にも、園ではそのような対応

をしていますというようなことは呼びかけていきたいなというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

私の横町の地区でも、公園にはかなり多くの小学生、園児が遊びにきて、必ずといっていいほど、

誰か親がついてます。ましてや、おじいちゃん、おばあちゃんと来ている方も多いと思うんですが、

親世代はこういうことはよくご存じなようなんですが、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんたち

は、情報があんまり乏しいということが聞かれます。やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんにも、

こういうことが分かるように市の広報などで１回流してほしいなというふうに思います。 

また、遊具の事故を防止するために、遊具の定期的な点検やメンテナンス、利用者の安全教育が

重要とされてます。また、保護者や地域の人々が、子供たちの遊びを見守ることも大切です。事故

の報道が続く中、より安全な遊び環境を整えるための取組を、市がしっかり行うよう要望します。 

続いて、２番目の質問、喫煙所の適正な配置について伺います。 

受動喫煙防止の条例がある自治体と、規程同様に文書化している自治体があるようです。第一種

施設における受動喫煙防止対策などとしっかり対策文書化をしている自治体や、隣の上越市のよう

に、市の所管する施設における受動喫煙対策とホームページに記載しているところもあります。ま

た、塩尻市は、受動喫煙防止対策ガイドラインを作成されています。 

糸魚川市健康増進計画の第３次健康いといがわ２１（案）には、受動喫煙防止対策に一切触れて

いません。糸魚川市は、受動喫煙防止の取組について、ホームページでは検索できませんでした。

糸魚川市は、受動喫煙防止をどのように対応されているか、また、文書化されているものは存在し

ているのか、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

健康増進の中で、第３次健康いといがわ２１につきましては、市民の皆さんに呼びかける部分は
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ございますが、施設における受動喫煙防止対策について、文書化したものはございません。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

市が所管する施設というのが多岐にわたると思うんですが、吸えるところといったら地区公民館

の玄関先は吸えると思うんですけど、そういったところが明記されてませんよね。やっぱり市の施

設で、こういうところの、この場所が吸えるよ、吸えないよというのは、やっぱり記載して、皆さ

んに分かるようにするのが正確なのかなと思いますけど、その辺いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

嶋田総務課長。 〔総務課長 嶋田 猛君登壇〕 

○総務課長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

市の庁舎等での全面敷地内禁煙につきましては、実はホームページのほうでも、こういった施設

は全面禁煙でたばこを吸うことができませんということを、施設がうたっているホームページがあ

ります。 

しかしながら、こちらのほうにつきましては、少し古い情報がありまして、既に休止等している

施設もありますので、そういったものにつきましては適切なものに対応してまいりたいというふう

に考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

私たち議員が行政調査ということで、いろんな市へ調査に伺うと、喫煙所がある市役所があるこ

とは多々見受けられます。富山県の富山市の市役所では、議会玄関から約２０歩ほどで喫煙所が設

けられていました。そこにはきちんと喫煙所が表示され、受動喫煙防止対策がしっかりとなされ、

煙の排煙ですね、そういうものがしっかりされてました。職員はもちろん、来庁者も喫煙できるよ

うになっております。 

糸魚川市では、職員や来庁者、市民会館や体育館の利用者から、喫煙所の設置を望む声があるの

か伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

嶋田総務課長。 〔総務課長 嶋田 猛君登壇〕 

○総務課長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

これまでも議会におきましても、設置の議論が交わされたりしております。また、それぞれの施

設の利用者には、潜在的な気持ちはあろうかと思いますが、直接、利用者から設置の要望を受けた
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ということはございません。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

改正健康増進法では、第一種施設、学校、病院、官公庁などは敷地内禁煙が原則です。つまり屋

内・屋外を問わず、敷地内にいる限り喫煙できないことになります。 

ただし、ここでは一定の条件を満たす屋外の場所に必要な措置を取った場合、例外として、その

場所にだけ屋外、これは特定屋外喫煙場所を設置することが可能とされています。これは法律の中

での解釈で可能だということで、改正健康増進法における屋外とは、外気の流入が妨げられる場所

として、屋根があり、側壁が、おおむね半分以上覆われたものの内部に当てはまらない場合とされ

ています。この屋外に該当する場所があって、かつ施設の利用者が通常立ち入らない場所であるな

どの要件を満たしていれば、基本的には、特定屋外喫煙場所の設置ができるとされています。また、

場所の形状については、制限は特にありません。市は、過去にこの喫煙所などの設置について検討

したことはあるか伺います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

嶋田総務課長。 〔総務課長 嶋田 猛君登壇〕 

○総務課長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

令和元年の法律の改正前には、確かに市役所の南口付近の敷地内に屋外の喫煙所を設置しており

ましたが、令和元年の法改正に伴い、撤去しております。その後、撤去後は、禁煙を勧めている施

設でもありますことから、法に定めます敷地内禁煙の原則によりまして、特定の屋外喫煙場所の設

置を進める検討はしておりません。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

喫煙所がない場合、喫煙者によっては、ほかの喫煙場所を探すこと、また、それを面倒に思って、

路上や喫煙禁止場所などで、たばこを吸うケースがあると言われてます。 

その結果、受動喫煙や火災のリスクも高まってしまうと。実際に、市民会館の入り口付近に吸い

殻が落ちていることがあります。またそれを、職員が拾ってる姿を見たこともあります。私も実際、

拾ったこともあります。 

喫煙者の健康リスクを考えると、禁煙を推奨する市の考えも理解できますが、喫煙者の嗜好品で

あるたばこも人格の格差が生じないよう考える必要があると思いますが、再度、市の考えを伺いま

す。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

医学的見地、最大、すいません、三大成人病を予防するというような観点で、禁煙を呼びかけさ

せていただいております。 

ですが、世界には、たばこを吸われる方、吸われない方という共存されているわけですので、喫

煙マナー、受動喫煙をしない、させないということを啓発してまいります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

やっぱり市の考えは理解してます。 

でも、喫煙者のために、これ提案なんですけど、場所を設置するとしたらどこにするのかという

議論は、やっぱりしてほしいんですよね。これは作る、作らないに関係なく、作るとしたらの検討、

それで、もし喫煙者の方々が手を挙げて、喫煙所を作ってくださいと言った場合にはどうするのか、

こういったことを市民にアンケートを取る際に、こういう項目も少し載っけてみては、いかがでし

ょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

嶋田総務課長。 〔総務課長 嶋田 猛君登壇〕 

○総務課長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

屋外の喫煙が可能な施設に喫煙所を設置、また案内する方法や、議員おっしゃられますように、

施設内に受動喫煙対策が取られた喫煙所の設置が考えられますが、法律改正の趣旨にのっとりまし

て、現在の敷地内禁煙のほうを継続してまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

近藤議員。 

○１５番（近藤新二君） 

最後になりますが、ぜひとも喫煙者の意見を少しでも取り入れるよう、設置に向けての検討は切

らずに、継続的に行ってほしいと思います。 

私の一般質問は、以上で終わります。 

○議長（保坂 悟君） 

以上で、近藤議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

中村議員。 

○１４番（中村 実君） 

遊具についてちょっと伺いたいんですが、先ほど年に一度、業者による点検があると。それから

ゴールデンウイーク前にも点検を、行政による点検があるというふうに話があったんですが、例え

ば、マリンドリームですよね、あそこは２年か３年前に古い遊具が撤去されて、今新しい遊具が設

置されて、まだ新しいんですが、ただ、年間に数十万人、１００万人も来るような施設を、私も孫

連れて遊びに行くんですが、並んで遊んでいるという状況なんですね。それぐらい利用頻度の多い

ところの点検というのは、４月、先ほど４月に点検すると言ったかな、それ一度で済ましているの

かどうか、ちょっと伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

お答えいたします。 

先ほど私、答弁で申しましたとおり、定期点検、日常点検のほうはゴールデンウイーク前にやる

というふうに答弁しました。 

ただ、今ほどお話ししたように、やはり利用頻度によりまして、やはり点検回数というのもいろ

いろ調整する必要があるかと思いますので、またその辺、公園の実態等を把握させていただきまし

て、点検の利用頻度等は、今後、検討させていただきます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村議員。 

○１４番（中村 実君） 

ぜひ、海沿いだということで、雨風に、どこの場所も遊具が汚れるわけですが、あそこは潮風が

大変厳しいんだよね。傷む頻度も多いと思うんですよ。あそこの人気あるところは、ロープで渡っ

て歩くような遊具が結構人気あって、まだ新しいんでね、そんなにすぐに傷むというもんではない

と思うんですが、やはりゴールデンウイーク内にもう一度ぐらい、夕方でもね、お客さんが引いた

頃に点検するのが必要なんではないかなというふうに今の近藤議員の話を聞きながら今思ったもん

ですから、質問しております。 

それから、こども課長が話したように、園とかそういうところでは、先生が付き添って、目を離

さないように見ているということでいいんですが、やはりマリンドリームとかああいうところだと、

ほとんど親御さんがついてるわけなんですよね。そこに注意看板みたいのが見当たらないというふ

うに、私、何回か行ってるんですけど、目に入ってないってことは、見づらいのか、ないのかちょ

っと分からないんですけど、そういう設置もしっかりと、目に入るような設置の仕方ってする必要

はあると思うんですが、その辺はいかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 
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長﨑建設課長。 〔建設課長 長﨑英昭君登壇〕 

○建設課長（長﨑英昭君） 

今ほどお話ありましたとおり、やはり多くの子供たちが利用される公園につきましては、そうい

った人目のつくところに注意看板とかというのは必要だと考えております。いま一度、状況といい

ますか実態のほうを把握させていただきまして、もしそういった施設の看板等も不足しておるよう

であれば、また地元の方と交えて、どういうところに設置するかを踏まえて、検討のほうさせてい

ただきます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村議員。 

○１４番（中村 実君） 

先ほども話の中で出たんですけど、フードをかぶったりして、ひものついたものとかね、そうい

うものはやっぱり遊びのときなんで、そういう格好してくる子供たちも多いと思うんですよね。そ

ういうものは絡まないような対策というのはおかしいかな、よく見てもらうと。親御さんから見て

もらえるような、そういう看板の設置の仕方、保育園がどういう対策を取っているかというのが一

番大事だと思いますんで、その辺の対策と併せて、看板の設置をぜひお願いしたいというふうに思

います。施設も、大体、物というのは３年ぐらいから傷み出して、５年ぐらいになるとさびが出て

という状況があると思うので、やはり点検をしっかりとしていただきたいということと、今の時代

は、大体、土日、月曜日とかって、そういう３連休が非常に多いんですよね。相当な人間が来てま

すので、ぜひその辺の対策も併せて、今後しっかりしていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（保坂 悟君） 

以上で、近藤議員の関連質問が終わりました。 

ここで、暫時休憩いたします。 

再開を２時３５分といたします。 

 

〈午後２時２７分 休憩〉 

 

〈午後２時３５分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

次に、新保峰孝議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 〔１７番 新保峰孝君登壇〕 

○１７番（新保峰孝君） 

日本共産党の新保峰孝です。 
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私は、人口減少・少子高齢化対策、入札改革、地域医療構想と糸魚川市の医療についての３点に

ついて、米田市長のお考えを伺いたいと思います。 

１、人口減少・少子高齢化対策について。 

(1) 日本の人口が減少し続け、糸魚川市においても人口減少、少子高齢化が進んでいるが、原

因をどのように考えているか。 

(2) 人口減少が進む中で岡山県奈義町のように、人口を維持するために子供を産み育てる環境

づくりとしての子育て支援施策、住む環境づくりでの住宅施策、魅力ある教育、働く環境づ

くりとして子育て世代の柔軟な就労の場づくりに取り組んでいる自治体もあります。子育て

世代の視点、高齢者の視点等、町民の視点を大事に取り組んでいるのではないかと思うが、

このような施策についてどのように考えるか、伺いたいと思います。 

(3) 当市の子育て支援策の一つとして、子育て世代の視点で学校給食費の無料化を検討すべき

ではないか。 

(4) 高齢化が進む中で、自動車運転免許返納後の移動手段をどのように考えているか。 

(5) 年を取っても、病気になっても、市内のどこに住んでいても安心して暮らせるまちづくり

の視点から、公共交通網等の維持をどのように考えているか。 

２、入札改革について。 

(1) これまでの入札制度改革と入札制度の現状をどのように捉えているか。 

(2) 予定価格と落札額、落札率の現状、在り方をどのように考えているか。 

(3) 入札が適正な競争となるよう入札制度改革を進めているか。 

(4) 落札後、下請に出すことをどのように考えるか。落札後の状況を把握しているか。 

(5) 入札制度が、企業グループ等に有利であるようなら改善すべきではないか。 

３、地域医療構想と糸魚川市の医療について。 

(1) ＪＡ新潟厚生連病院の経営赤字問題は、厚生連だけでなく県立病院も同様であり、安倍内

閣以降の医療費削減を求める国の政策に起因する。日本はＯＥＣＤ（経済協力開発機構）加

盟３８か国中の医師数では３４位となっており、先進国の中では、医師の少ない国となって

いる。 

  新潟県の医師数は、人口１０万人当たりでは４７都道府県中最下位クラスだと思うが、国

の医療政策をどのように捉えているか。 

(2) 新潟県では医師の絶対数が足りないため、医療の必要度が高い高度救命救急医療の病院に

医師の集中が起きている。その結果、新潟市、長岡市、上越市、新発田市などで医師の増加、

他の市町では減少していると言われている。どのように捉えているか。 

(3) ＪＡ新潟厚生連病院の経営再建に関連して、糸魚川市内の医療体制が弱体化することは避

けなければならないと考える。どのようにお考えか。 

(4) 交通網が分断される災害時において、医療確保が重要になると考えるが、どのようにお考

えか。 

(5) （仮称）上越・糸魚川沖地震ではどのような被害想定となっているか。また、どのような

体制で対応するか検討されているか。 

以上、１回目の質問といたします。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

新保議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、団塊の世代が７５歳に到達するなど、老齢人口が増加している

ことに加え、ライフスタイルや結婚に関する価値観の多様化に伴う出生数の減少により、少子高齢

化が進んでいると捉えております。 

２点目につきましては、当市においても様々な世代の声を聞きながら、第３次総合計画に掲げる

持続可能なまちづくりを目指して、人口減少対策と住み続けたくなるまちづくりの両面から取組を

進めております。 

３点目につきましては、食材の実費は、引き続き、保護者からご負担いただきたいと考えており

ます。 

４点目と５点目につきましては、公共交通網の維持は非常に重要と捉えておりますが、利用者の

減少や運転手不足などの課題もあり、共助を含め、地域の実情を踏まえた、よりよい交通手段につ

いて、住民の皆様と協議する中で検討してまいります。 

２番目の１点目につきましては、これまでも必要に応じて入札制度を見直してきているところで

あり、引き続き、入札監視委員会の提言や国・県の動向、社会状況の変化に応じて、公正・公平な

入札事務に取り組んでまいります。 

２点目と３点目につきましては、適正な予定価格の設定を行うとともに、入札結果は、入札監視

委員会でご審議いただいております。 

引き続き、業者が入札に参加しやすい環境整備などに取り組んでまいります。 

４点目につきましては、受注後の施工体制について確認いたしております。 

５点目につきましては、案件ごとに契約の適正な履行が図られるよう、引き続き、入札制度を運

用してまいります。 

３番目の１点目につきましては、持続可能な地域医療提供体制の確保を図るため、早急に医師偏

在是正に向けた実効性のある対策を講じるとともに、病院経営が成り立つような診療報酬制度の見

直しが必要であると捉えております。 

２点目につきましては、地域医療構想に基づく、医療圏ごとの再編の中で、各病院の機能や規模

に加え、人材確保に向けた仕組みづくりが必要であると捉えております。 

３点目につきましては、今後も当市に必要な医療体制が確保できるよう、医師会や病院と連携し、

取り組んでまいります。 

４点目につきましては、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医師会、県などの関係機関と連

携した医療体制を構築し、非常時に備えておく必要があると考えております。 

５点目につきましては、当市においても、震度７クラスの地震により甚大な被害が発生する可能

性があることから、発災時は、地域防災計画に基づき、医療救護活動を行うといたしております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては所管の部・課長からの答弁

もありますので、よろしくお願いいたします。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

１番の人口減少・少子高齢化対策から伺います。 

糸魚川市内に働く場があっても、市外に就職する若い人たちが少なくないと思いますけども、原

因をどのように捉えておられますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

大西商工観光課長。 〔商工観光課長 大西 学君登壇〕 

○商工観光課長（大西 学君） 

お答えいたします。 

やはり今市内では、有効求人倍率も高いことがずっと続いております。やはり若い方たちと求め

てる企業の職種のミスマッチが、大きな理由だというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

昨年の１２月定例会で、岡山県奈義町の取組を紹介いたしました。町の存続のため、人口減少対

策を最大の課題と位置づけて、高齢者の力も借りて徹底した各種子育て支援施策を２０年間かけて、

拡充に力を注いできたという取組であります。決して交通の便がよいところとは言えませんが、取

組が評価され、若者が移住・定住し、合計特殊出生率も上がっているということでありました。 

糸魚川市も、先ほどもありましたが、「ひとみかがやく日本一の子ども」を育てるという観点で、

取組を行ってまいりました。同様な施策を行っていると思いますが、奈義町は人口減少対策であり、

糸魚川市は人材育成が柱だと思います。奈義町と糸魚川市の行う施策には共通点もあると思います

が、どのようにお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

奈義町の政策のほうも見させていただいております。糸魚川市の施策と比べても、似たようなと

ころもあるのかなというふうにも受け止めさせていただいております。 

しかしながら、若干の就労の点とかですね、しごとコンビニといった取組なども紹介されており

まして、いろんな世代の方々が自由な時間にお勤めできるといった取組もあるというふうに受け止

めさせていただきました。糸魚川市のほうでも、テレワークオフィスの取組などを通じて、そうい

った取組をさせていただいておりますし、また、子育て支援につきましては、医療費の無償化のほ

か、妊娠から出産までの支援、それから教育面におきましても郷土愛の醸成を図る取組ですとか、

相対的にはそれほど変わっていないのかなというふうには考えてございます。 
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しかしながら、今ほど議員おっしゃられたような合計特殊出生率ですとかそういった数字に見え

るところが、糸魚川市のほうではなかなか出てきてないという部分はあろうかと思っております。

引き続き、全庁を挙げた取組の中で、出生数が増える取組というのも非常に大事ですし、そのため

には、子育て環境の充実といったところは力を入れて取り組む必要があるというふうには考えてお

ります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

奈義町は、人口減少対策として企業誘致では１６社が立地し、約８００名が就労したということ

であります。若い人を呼び込む姿勢で取り組んでおりました。面積は６９.５２平方キロメートル

で、糸魚川市の７４６.２４平方キロメートルの９.３％ということになります。面積が、糸魚川市

の１１分の１弱という狭い中で、２０２３年３月１日現在の人口が、５,７５１人ということであ

りますから、誘致企業１６社というのは大きいと思います。人口減少・少子高齢化対策として、企

業誘致についてどのように思われますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

大西商工観光課長。 〔商工観光課長 大西 学君登壇〕 

○商工観光課長（大西 学君） 

お答えいたします。 

奈義町のように、大きな設備投資が必要な工場等の誘致につきましては、やはり労働力というの

がどうしても必要だと思っております。そのような労働力が確保できる市かどうかと言われますと、

今現在なかなか当市としましては、そのような労働力は見込めないのが現状ではないかなというふ

うに思っておりますので、やはり当市は、今現在も進めておりますが、ＩＣＴ企業を誘致して、都

会の仕事を家庭、もしくはサテライトオフィス等で業務をできるようなものを多く誘致していきた

いなというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

柔軟な働き方に対応する仕組みづくりについてでありますが、前回も述べたと思いますけども、

再度言わせていただきたいと思います。 

安定した職場であれば、出産後も復帰して働けます。しかし、中小零細企業の場合厳しい状況が

あると思います。仕事を辞めざるを得ない場合もある。子育て中の短時間労働等、奈義町は目配り

しております。小さい自治体だからできるということもあると思いますが、高齢者の力も借りて、

徹底した各種子育て支援施策の拡充に力を注いできたということでありました。こういう視点も大

事だと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

大西商工観光課長。 〔商工観光課長 大西 学君登壇〕 

○商工観光課長（大西 学君） 

お答えいたします。 

今現在も市のほうでは、企業支援ということで様々な事業のほうを進めさせていただいておりま

すが、今ほど奈義町の事例のほうも確認させていただきまして、どこまで当市として、子育て中の

家庭に対して支援できるのかというところを調査・研究させていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

奈義町の各種子育て支援施策の成果としては、高い合計特殊出生率の達成にあるのではないかと

思います。若者定住施策、就労対策、独自の子育て支援策の積極的な推進が町民へ安心感と心強さ

を与えたのではないかと思います。奈義町の合計特殊出生率は、２０１９年２.９５、２０２０年

２.２１、２０２１年２.６８、２０２２年２.６８、２０２３年２.２１とのことであります。奈義

町政の腹を据えた取組の構えが、町民に安心感を与えていると思います。出生率は高い水準で推移

していると思いますが、どのように思われますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

中村企画定住課長。 〔企画定住課長 中村淳一君登壇〕 

○企画定住課長（中村淳一君） 

今ほどお聞きしたように、出生率、合計特殊出生率が高い水準で推移しているといったところは、

すごい、すばらしいことだなというふうに思っております。糸魚川市の場合、直近の令和５年の数

字になりますと、前年よりも下がって１.１６といったところが県の統計では出てきます。 

この合計特殊出生率につきましては、いろいろ上がる要因としましても、対象としている若い女

性が転出をしていくと母数が減るといったところもありまして、若干変化するのかなというふうな

分析はしておりますけれども、いずれにしましても、糸魚川市の人口減少としましても、出生と死

亡の差といったところが大きいところでございますので、出生数を増やす取組、子育て環境の充実

を含めまして、取組のほうはしていかなくてはならないというふうには考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

ぜひ子育て支援策の強化に取り組んでいただきたいと思います。 

次に、学校給食費の無料化についてであります。 

まだ、給料もそれほど多くない、経済的には厳しい、そういう子育て世代の荷を軽くする視点で、

学校給食費の無料化を考える必要があるのではないかと思います。今後も人口減少が続くことが予

想されますが、学校給食費の負担軽減等を今後の子育て支援について、どのように対応していくお
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考えかお聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

学校給食費に係る食材費につきましては、学校給食法の関係で食材費負担は保護者ということが、

まず前提となっているというふうに思っております。 

ただ、そういった中で、昨今の物価高騰の部分を反映いたしまして、保護者から頂く給食費だけ

では、正直、食材費のほうを全て賄えていない現状がございまして、小学校部分ですと、１食当た

り３０円、また、中学校部分に関しては、１食当たり５０円を市が負担するような形で補助をさせ

ていただいているといった状況でございますので、また、今後の状況も見ながら、そういった支援

策については考えていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

学校給食も教育の一環ではないかと思います。２００９年（平成２１年）に学校給食法が改正施

行されたことにより、その目的が食育の点から見直されております。小中学校全て同時に学校給食

費の無料化を行うには金額が大きいと思いますので、段階的に実施できないか、お聞かせ願いたい

と思います。全国的には、給食費を無料化する自治体が増えているようであります。検討できない

でしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

今ほど議員さんのほうから段階的な無償化というようなお話もありましたが、今、市のほうでは、

私、先ほど答弁で申し上げましたとおり、今の物価高騰に対する部分の増額分を市が賄う形で給食

費を抑えるというような形で対応をさせていただいているところでございます。今後の部分につい

ては、また、その時々に応じた検討をしていくことになると思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

ぜひ前向きに検討いただきたいと思います。 
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今年度、高齢者の移動手段の関係ですが、今年度２０２４年版、令和６年度の統計いといがわを

見ますと、年代別人口割合で、平成２７年（２０１５年）と令和２年（２０２０年）の国勢調査に

よる年代別人口が出ております。５歳単位で示されているのを見ると、７０から７４歳と８５歳以

上の人口が増えております。２０２０年、令和２年ですから４年前の数字ですが、８０歳以上では

６,１４２人でした。この方たちが、運転免許証を返納した場合の移動の足となるのは、バスだと

思います。この移動の足となる公共交通について、どのようにお考えか、いま一度お聞きしたいと

思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

内山都市政策課長。 〔都市政策課長 内山俊洋君登壇〕 

○都市政策課長（内山俊洋君） 

お答えいたします。 

市長答弁にもありましたとおり、公共交通の維持というのは、こういった免許返納の方、また高

齢者の方にとって、非常に重要な移動の手段だというふうに考えております。できる限り守ってい

きたいというふうには考えているところではありますけども、地域によって、例えばもうバス停ま

で行くこともなかなか難しいといったような事情もあったりというところがございます。私ども、

和泉議員の一般質問にもお答えしましたけども、今、地域公共交通計画というものを策定させてい

ただいております。これを基に、地域に入りまして、その地域でどういう移動の形がいいのかとい

ったところを地域の地元の方と一緒に検討して、導入をしていくというようなことを進めていきた

いというふうに考えているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

ぐりーんバスケットもなくなりました。非常にこういう面では協力いただいていたんではないか

と思いますけども、残念ながらなくなっております。バスに代わる、何ていうか交通手段といいま

すかね、高齢者にとって病院に行くなりいろんな動く場合、それに代わるものがあれば、それをつ

くることが、そういう体系をつくることができればいいんですが、そうならない場合、糸魚川市内

の現状、幾つかのパターンで、そういう交通体系といいますかね、高齢者だけじゃないんですけど、

そういうものがつくられております。私が言ってるのは高齢者対象なんですが、ぜひ今ほど検討さ

れてるというふうなことも言われましたけど、糸魚川市内のどこに住んでいても安心して病院に行

けると、せめてそのぐらいの体制はつくっていただきたいというふうに思います。いま一度、お願

いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

内山都市政策課長。 〔都市政策課長 内山俊洋君登壇〕 

○都市政策課長（内山俊洋君） 

お答えいたします。 
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通学、それから通院の足というのを、朝、それから帰りの需要ですかね、路線バスというのは、

大量に輸送する。それだけの需要がある部分のところで機能を発揮するものだというふうに考えて

ます。当然、通学ですとか通院の足というのは、できるだけ確保していきたいというふうに考えて

おりますけども、なかなかバスも、高齢化の問題ですとか、あとバスの大型化、小型化にしていく

といったような課題もございます。 

こういった中で、その地域の新しい交通、移動の足としてどういったものがいいのかといったと

ころは、先ほども答弁させていただきましたけれども、地域の方とお話合いをしていきたいという

ふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

私も、これまでいろいろ提案させてもらいました。委員会、議会で市外調査で、いろんな自治体

を訪問して、そこでバスじゃない新たな仕組みですよね、ずっと玄関の近くまで、もう行ってくれ

る、電話すれば。そういう交通網をつくり上げているところもありますし、一定のところまで出て

いれば、電話すれば、もう出発時間が決まっている。ただし、最後のところに行く時間は多少その

日によってずれたり遅くなったり早くなったりする。そういう交通体系を独自につくり上げている、

そういう自治体もあります。そういうものをひっくるめて、高齢者が年を取っても安心して、病院

なり必要なところへ行ける。最低限、病院に行けるような体制、ぜひつくり上げていただきたいと

思います。 

次に、３つ目の地域医療構想と糸魚川市の医療で伺います。 

２０１８年度（平成３０年度）の医師、歯科医師、薬剤師統計の概況、これらの先生方の、どれ

だけ都道府県ごとにいらっしゃるかという、そういう統計でありますけれども。新潟県は、日本の

中の都道府県の中で、これらの医師の少ないほうから４番目となっております。一般的に言えば、

医師が少なければ、１医療機関当たりの患者数は増えるというのが普通だと思いますけれども、Ｊ

Ａ新潟厚生連病院の経営赤字問題は、またちょっと違うところに原因があるようでありますが、こ

の厚生連の経営赤字問題の根本原因、これをどのように捉えていらっしゃいますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

厚生連病院につきましては、県内で１１病院、運営をいたしております。そちらの中で所在する

自治体が、離島であったり僻地であったりというような地に病院が存在している。大都市にもござ

いますが、県内で比較的そういった僻地医療を担っているというところで、なかなか採算を取るこ

とが難しくなってきているということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 
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新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

私はもう一つ、厚生連病院の経営赤字問題の根本には、医療費削減を進めてきた国の責任がある

んではないかと考えますけども、今ほど言われたように、国や新潟県の医療政策との関係、今本当

に新潟県の場合を見てみると、そういう僻地も結構、厚生連の病院なり診療所なりが多いので、そ

ういう関係もあるのかなと思いますけれども、全体的に見て、それだけでなくて医療費削減も関係

あるんでないかなと思いますが、この点どうですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

今、国の医療に関する制度の中で、診療報酬の関係があると思うんですけども、そちらのほうが、

どちらかというと病院経営者には厳しい内容になってきている。診療報酬がずっと下げられてきて

いて、抑えられてきていて、病院経営者にとっては非常に厳しい状況である。 

逆に、医療費を抑えるという意味では、保険者にとっては、思いのある制度なのかも、やり方な

のかもしれませんが、診療報酬制度は、病院経営者にとって不利な制度となっているということだ

と思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

私もそのように思います。 

このＪＡ新潟厚生連病院の経営赤字問題は、厚生連だけでなくて、県立病院とか民間病院も同様

の厳しさがあるんではないかと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

議員おっしゃるとおり、先ほど私申し上げましたが、診療報酬等の点から、今非常に病院経営が

厳しい状況になっているということでございまして、県立であっても厚生連であっても、みんな同

じ状況だというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

それで、糸魚川市内の医師の先生方の現状をどのように捉えていらっしゃるか、今後、病院の医
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師、開業医の先生方等、どのように推移して、１０年後はどうなるかと。糸魚川市の医療を支える、

そういう医師の状況というものをどのように捉えておられるか、お聞かせ願いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

昨日もそのようなお話をしていたかと思うんですけども、今現在、糸魚川市医師会の会員でいら

っしゃる先生方の年齢が非常に高齢化してきていて、５年後、１０年後に、皆さん５歳、１０歳と

年を取られるわけで、そのときに多分、開業医の数、先生の数も相当減っていっていることになる

と思います。 

そんな中で、今後、糸魚川総合病院が、そのようなかかりつけ医機能を担うということが、当市

における課題だというふうに捉えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

少しいろんな観点から聞かせてもらいたいんですが、新潟県では、先ほども言いましたように、

医師の絶対数が足りないために高度救命救急医療の病院に医師の集中があるのではないかというふ

うに言われていますが、どのような考え方で医療再編を新潟県は行おうとしているのか、説明なり、

もし話を聞いてるようでしたら、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

今現在、新潟県のほうで地域医療構想のほうを進めております。そんな中で、地域に必要な病床

数であったり、病院の数の調整をこれからしていかなければ、今現在ある病院が全て、経営をし続

けていくことは非常に難しいということでございます。 

そんな中で、例えば県内の大きな病院で高度急性期医療を担っていただいておりますが、そんな

ところに、そんな病院に医師が集まるというのは自然の現象でございまして、医師の先生方もいろ

いろな症例がある大きい病院で研究をしたい、経験を積みたいというのが医師としての、何ていう

んですか、お考えでございますので、それは、県や大学がそういうふうにしているということでは

なくて、先生方もそれを望んでいるということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 
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上越地域では、新潟県立中央病院が医療の必要度が高い高度救命救急医療の病院になっていると

思いますが、糸魚川市は、糸魚川総合病院に富山大学から医師を派遣していただいておりました。

それも年々難しくなっているとのことでありますが、新潟県の医療再編計画が、糸魚川市の医療体

制に大きな影響を与えることにならないかと。どのようにお考えか、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

先ほど来からの医師の数が非常に新潟県は少ないということで、新潟大学からの医師派遣という

のが非常に県内全域には難しい状況でございます。 

そんな中で、就任以来、米田市長が２０年にわたり、毎年、富山大学の教授、あと病院長のほう

へ医師派遣のお願いにずっと欠かさず行っていただいていて、そのおかげで、糸魚川総合病院に富

山大学から医師派遣をいただいているということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

災害時の医療体制でありますが、（仮称）上越・糸魚川沖地震が想定されているわけであります

けども、この災害時の医療体制というのは、いろいろと糸魚川総合病院なり、医師会の先生方と協

議されているという話でありましたが、災害時の医療体制はどのようにお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

林健康増進課長。 〔健康増進課長 林 壮一君登壇〕 

○健康増進課長（林 壮一君） 

お答えいたします。 

災害の程度によると思います。道路が寸断されていたりと、その状況によって状況は異なると思

いますが、災害時に、例えばけが人が出たような場合には、救護所を設置するなど、保健所や医師

会の皆さんと、そういう非常時を想定した訓練を定期的に実施しておりまして、糸魚川総合病院、

医師会、保健所と連携して、そういった取組に備えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

前回も一般質問させていただいたんですが、（仮称）上越・糸魚川沖地震、これはマグニチュー

ド７.６を想定しているわけでありますけども、防災ハンドブックの２０２３（保存版）が、市内

全戸に配布されております。上越・糸魚川沖地震を想定したものだと、最大ですね、ということの

ようでありますが、このマグニチュード７.６の地震、津波、火災が起きると想定した対策も必要
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になってくると思います。地域では、どういうふうな説明をされているでしょうか。マグニチュー

ド７.６というのは非常に強い地震になると思いますが、どのように説明されておりますでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

本当に、いまだかつてない経験といいましょうか、いまだかつてない地震に見舞われるわけでご

ざいまして、今年の１月１日に発生いたしました能登半島地震、我々は、やはりそれをしっかり検

証させていただいて、糸魚川で起きたらどうなるかというのを、やはりもう一度しっかりと対応し

なくちゃいけないと思っております。今までの中の対応は、私はこれほど大きな地震というその事

柄ではなくて対応してきた部分があるんではないかと思うわけでございますので、やはりそういっ

た少し身近に起きたその地震をもう一度、やはり糸魚川に置き換えて、その対応をしなくちゃいけ

ないだろうと思っている次第でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

長期的な計画に基づいた対策というものを、そういう計画をつくって、それで全戸にそういう保

存版を配っていただいているわけですよね。それが、例えばマグニチュード７.６の地震てどうい

うふうなものかというのは、実際には、この１月１日の地震ありましたけども、あれよりも相当大

きい地震になるわけなんで、誰も体験したことがないような地震が来るということが想定されてい

るわけです。すぐに来るかどうか、それは分かりませんけども、予想では、少し先になるんでない

かという予想ですけども、だけども、それは常にどういうふうに動くかというのを訓練してないと、

そのときになって動こうとしても動けないと思うんですね。だからそういう計画を立てて、実際に

それを動いてみる、地域の皆さんが、それで動いて訓練をするというのは非常に大事になってくる

んでないかと思うんです。地域ごとにもう訓練してるところも、もう毎回、毎回というか毎年です

かね、そういう地域もあるようでありますし、地域ごとにいろいろ違うんですよね。ですからそう

いう点では、やはり市のほうでリードして、いつ起こるか分からない地震ですけども、訓練してい

くというふうにしていっていただきたいと思うんですが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今ほどお答えいたしましたように、今までの我々の経験から、そしてまた今までのデータから、

能登半島地震のような経験というのはしておりませんでした。そういう中で、我々は経験を積む中
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で、今訓練については、そういう大きな、大規模な地震に対しては、まだ出来上がってございませ

んが、訓練のたびにそういったものを頭に置きながら今訓練をしとるわけでありますが、今、能登

の起きた事柄について、我々はやはり検証することが大事だなと。どういう形でどういう対応をさ

れたかというのは、やはりしっかり見定める必要があると思っております。 

しかし、まだこの発災直後で能登半島の皆様方におかれましては、そういったものができてない

わけでありますので、我々といたしましては、そういった対応策に対しては、しっかりまとめてい

かなくちゃいけないし、そして、我々の非常に被害を軽くするために対応しなくちゃいけない事柄

については、しっかりまとめて市民と対応していかなくちゃいけないと思っておりますが、そうい

う状況にまだなってないという状況でございますので、ご理解いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

繰り返しになりますけども、上越・糸魚川沖地震が起こった場合、マグニチュード７.６という

ことで、被害が大き過ぎて地震直後の対応ができなくなるんではないかというふうに思います。こ

ういう甚大な被害が出ることを想定した計画にしておくことと地震直後の対応をどうするかという

のは、季節、冬であったり夏であったり、日中であったり夜であったりいろいろ考えられるわけな

んで、ぜひそういうことを十分留意した計画になるように取り組んでいただきたいと思います。 

次に行きます。 

入札の関係でありますが、この入札の、今まで入札制度改革と入札制度の現状をどういうふうに

考えているかという中で、例えば入札に、１月１日、１２月１５日に、例えば入札が行われるとい

う場合に、個々の会社がそれに応募する、入札に参加するというのは、それは別に何の不思議もな

い当たり前のことで、競争で決めてもらえばいいわけですが、企業グループということになると少

し違ってくるんでないかと。企業グループというのは、合併前の糸魚川市にはそういうふうなこと

はなかったと思うんですが、その後、この地域においては大きいような会社が関連会社を造るとこ

ういうふうなとこで、落札して、それを別の会社に下請に出すような、そういうふうなやり方があ

れば、ちょっとまずいんじゃないかなというふうに思ったもんで聞かせてもらいました。落札後、

これ表現は下請に出すという表現でいいのか、どうか分かりませんけど、そういうことについては、

何か承知していることはあるんでしょうか、担当課のほうで。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

お答えいたします。 

土木工事等の場合に、工事を受注したときに、業者のほうからは、施工体制台帳及び施工体系図

というものを下請契約をする、確認する書類として出していただいているような状況であります。

そのようなものを確認しながら、下請契約の確認をしているという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

例えば一定の金額の、一定の金額で線引きが行われておりますよね、規模ごとに。入札工事のラ

ンクを糸魚川市も決めてあると思うんですが、その工事、例えば１２月１５日に入札やりますよと

いう場合に、大、中、小、そのグループの中で工事価格がそれぞれ対応できる、以前は１つの会社

だったんだけども、小さい会社もつくって、どれにも対応できるという、そういう仕組みにして、

それ違法でもないんだと思うんですが、その仕事を、要するに競争ですけども、その中で、どれに

も対応できるということになれば、ほかの会社よりも有利になるわけですよね、どっちかと言えば

ね。そういうことについては、どういうふうにこう、例えば、その中のどのレベルの、１番大きい

ところが落札して、それを別の会社に下請に出すと。その場合、市に届出をすれば、それはそれで

いいんですよというふうなことであると、一般的に考えると、利益の一定程度を落札した会社がも

らって、残りでやってくださいということになると思うんですが、そういう点は市としては、それ

は違法でないから承知しているんだけども、それは仕方ないというふうに捉えているのか、なるべ

くそういうことは避けるようにしなければならないというふうに考えているのか、その辺のところ

を聞かせていただけますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

猪又財政課長。 〔財政課長 猪又悦朗君登壇〕 

○財政課長（猪又悦朗君） 

議員のおっしゃいますとおり、当市においてはランク別の発注をやっております。その中で、同

じランクの中に親子関係、同資本の者が参加するかどうかということでのご質問かと思っておりま

す。私ども入札に係ります、建設工事等制限付一般競争入札共通公告というものを定めておりまし

て、その中では対象工事、１つの案件の中に資本関係が、また人間関係が同一であるというものに

対しては、それは入札できないというふうに定めて公表しておりますので、基本的には１つのラン

クに１つの業者、企業グループの中の一つが入るというような状況で、私どもで執行しているとい

うことになっております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

新保議員。 

○１７番（新保峰孝君） 

そのグループの中の会社が、同じランクの中の仕事を取りにいくということは、そうないと思う

んですが、その中で、何ていうんでしょうかね、そういう有利な点を生かして、ほかのところに、

グループでもちろん落札、グループの中で落札したのは、そのランクの会社がやればいいんですが、

そうでないところに出しているというふうなことがあれば、これはまずいんでないかなというふう

に思って、質問させていただきました。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（保坂 悟君） 
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以上で、新保議員の質問が終わりました。 

暫時休憩いたします。 

再開を３時４０分といたします。 

 

〈午後３時２９分 休憩〉 

 

〈午後３時４０分 開議〉 

 

○議長（保坂 悟君） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

次に、加藤康太郎議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 〔８番 加藤康太郎君登壇〕 

○８番（加藤康太郎君） 

みらい創造クラブの加藤康太郎です。 

発言通告書に基づき、一般質問をさせていただきます。 

１、新しい「県立高校の将来構想」について。 

策定当初の予測を上回る急激な人口減少に加え、不登校児童生徒数の増加、広域通信高校への進

学者増加などに見られる生徒の学習ニーズの多様化、遠隔教育の取組推進など、県立高校を取り巻

く環境が大きく変化しており、新潟県教育委員会では、来年度からの１０年間を対象にした、魅力

と活力ある学校づくりの中長期的なビジョンである、新しい「県立高校の将来構想」の公表を、令

和７年３月に早めることとしました。 

今後の学校・学科の在り方について、中長期的な計画を検討するため、令和６年１１月２７日、

第６回「県立高校の将来構想」策定有識者会議が開催され、「県立高校の将来構想」の案を示し、

この中で、１０年後の２０３４年度には、中学校を卒業する生徒数の推計などを基にした、適正な

県立高校の数や学級数の試算が示され、高校は、来年度の８６校から、２０３４年度には６４校へ、

県内全体で２２の県立高校が減少し、学級は、来年度の３１４から、２０３４年度には２２５へそ

れぞれ減る（上越エリアで、１２学級減の２７学級）という試算を明らかにしています。県教育委

員会の佐野教育長は、「生徒や保護者、各地域に大きな影響が出るが、教育の質を維持するために

も、ある程度集約していくことはやむを得ないと考えている。県が置かれている状況や将来的な生

徒の人数などを各地域で説明していきたい」として、１２月５日から、各地域での説明会（当市に

おいては、１２月１５日開催）やパブリックコメントを実施した上で、来年の２月の有識者会議に

再度、案を示すことにしています。 

花角知事も、１１月２８日の定例記者会見において、「このままだと子供たちの学びを支えてい

くという意味で難しい」と危機感を示し、「できるだけ地域の身近なところに高校がある環境をつ

くっていきたいし、通う足への支援も考えなければならない」と話し、令和７年度からの県の最上

位計画である「県総合計画」の素案では、児童・生徒数の減少を見据えた教育環境の整備を課題の
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一つに掲げ、小規模校であっても、デジタル技術を活用して遠隔で授業が行えるような取組が重要

だとしています。 

また、あわせて、各高等学校において策定したアドミッション・ポリシー等を基に、中学生が自

身の興味関心や適性等を踏まえ、より主体的に高等学校を選択できるようにすることを目指し、令

和９年度入学者選抜から新しい制度に変更されます。 

当市においては、第３次糸魚川市総合計画において、令和４年度から、市内３高校への地元から

の進学者の割合が減少傾向となっていることが課題として上げられ、施策として、高校の魅力化推

進を掲げ、多くの生徒が行きたい、保護者が通わせたいと思う高校を目指して、地域、行政が高校

と連携して、地域人材育成のための支援と、市内３高校それぞれの特色を生かした、事業の推進を

図ってきましたが、令和９年度から、糸魚川白嶺高校の募集学級数が、３クラスから２クラスとな

る見込みです。 

(1) 「スクールミッション」、「新しい普通科」の設置、産業高校の「キャンパス制」の導入、

「遠隔教育配信センター」（令和８年度）の開設、「セルフデザインハイスクール」（新た

な定時制・通信制）など、多岐にわたる魅力と活力ある学校づくりに向け示された新しい

「県立高校の将来構想」（案）についての所見を伺います。 

(2) 「高等学校等入学状況調査報告書」（令和６年１１月／新潟県教育委員会刊行）も踏まえ、

新しい「県立高校の将来構想」の策定に向けて、新潟県教育委員会と、市内３高校の在り方

について、協議・連携をしていく考えはあるか伺います。 

(3) ０歳から１８歳までの「子ども一貫教育基本計画（第３期）」の思春期後期（高校生）に

おける推進に当たっても、市内３高校の今後の存続が大きく影響すると考えます。新しい

「県立高校の将来構想」の下でも、市内３高校を堅持していく考えは変わらないか伺います。 

(4) 「高校を核とした地域人材育成事業」（総務省の地域おこし協力隊事業を活用した高校魅

力化・産学官コーディネーターの配置）について、市内３高校への取組実績と評価（検証）

を伺います。 

(5) 新しい「県立高校の将来構想」を進めていく上で、市内３高校の魅力と活力ある学校づく

りを支援・公民連携する「コンソーシアム体制」の構築は必須と考えます。「コンソーシア

ム体制」の構築・運営のみならず、大学のサテライトキャンパス等の高等教育の誘致（地方

創生２.０）も視野に入れた「政策監」、または、「産官学金労言推進企画幹」を採用する

考えはないか伺います。 

(6) 糸魚川高校に自習室が設置されましたが、令和４年度の重点施策として、教育の推進で掲

げられた「公営塾」開設に向けた取組状況を伺います。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

靏本教育長。 〔教育長 靏本修一君登壇〕 

○教育長（靏本修一君） 

加藤議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、生徒の学習ニーズの多様化に対応した、高校の特色化・魅力化
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を図る取組と捉えております。 

２点目につきましては、機会を捉えて協議・連携を求めてまいります。 

３点目につきましては、これまでも市内３高校の魅力化の取組を行ってきており、引き続き支援

してまいります。 

４点目につきましては、糸魚川高校では、総合的な探求の時間のカリキュラム作成や伴走支援、

志望理由書作成講座、面接指導、自習室の運営など、糸魚川白嶺高校では、キャリア探求、インタ

ーンシップ、地域理解学習、防災フォーラム等の伴走など、海洋高校では、志望理由書講座、キャ

リア探求、自習室の運営など、多岐にわたって関わっております。 

評価につきましては、今年度末までに教員、生徒を対象に実施するアンケートで検証する予定と

しております。 

５点目につきましては、高校と地域をつなぎ魅力ある教育環境をつくる役割としてコーディネー

ターを配置しており、現時点では、政策監等の採用は考えておりません。 

６点目につきましては、現在、各高校の要望を踏まえながら民営塾に配慮し、自習室という形で

開設しております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては所管の部・課長からの答弁

もありますので、よろしくお願い申し上げます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

改めまして、なぜ、この新しい県立高校の将来構想が令和７年３月に前倒しになったのかとかい

うことも含めて、平成２８年３月に作成された将来構想の今までの取組実績や経過と現状について、

まずしっかりと把握・検証していくことが、まず大事だと思いますし、それを踏まえて今後の市内

３高校との魅力化・特色化に向けた地域協働を連携支援に生かしていくことが重要と考えまして、

再質問に移りたいと思います。 

また、今回の変化のポイントとして上げられているのが、広域通信高校への進学者が、県内で平

成２９年の９７人から令和６年には５倍となる５０５人に増加しており、今後も、ますます増加傾

向が予想されているそうです。 

当市における広域通信高校への通学実績並びに希望者の増加傾向はどうか、また、進路選択のそ

の要因とか背景がもし分かるようであれば、答えていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

過去３年間の進学実績ということでは、４年度が１２人、５年度が１０人、そして、６年度が

１７人ということで、近年、増加傾向にあるというふうに捉えております。健康面で選択をされた

り、また働きながら高校を卒業したりとかということもありますし、生徒さんご自身の特性・適正
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であったりとか、生徒の学習ニーズが多様化しているといったことの表れではないかなというふう

に捉えているところであります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

私もそういった今の進学状況とかで勘案しますと、結構、自分の夢をかなえるために、あえて進

学方法を、コースを選んで時間をしっかり使うとか、あと、本当にカリキュラムとか講師の内容が

飛び抜けてるので、もうそこに行くという部分と、あと、地方にいても地元で受けれるという部分

があって、逆に積極的に受けているような部分があると思います。 

そういった中で、生徒数が減ってる中にも、やっぱり当市においても１２人、１０人、１７人と

いうことで、それがますます周知されて、卒業生が、今度また結構活躍されてる方も多いので、そ

れを見て、またそこに選択するという、新たなまた道が提示されているという部分で、今後の高校

の在り方についても、やっぱりそこをしっかりと検討、また課題として、入れていかなければいけ

ないと思います。 

また、あわせて、次の質問に移りたいと思いますが、県内の公立・私立の中学校では、令和４年

度に３０日以上欠席した不登校の児童生徒は４,７５９人で、前年度より９０５人増えて、７年連

続で過去最多を更新しています。当市においても、不登校児童生徒数は増加傾向であると私は認識

しておりますが、また、あわせて、令和７年度より、中学校のいずれかの学年において欠席日数が

３０日以上の者、中学校のいずれかの学年において欠席日数と教育支援センターの通所等により出

席扱いとなっている日数の合計が３０日以上の者が提出できる自己申告書というものが導入されま

す。これも生徒一人一人の学習進度や個性に応じた個別最適な学びの推進と、多様な生徒の生活学

習スタイルに応える高校が必要であるということで進んでいると思います。 

当市でも、学びの多様化学校、不登校特例校の設置に向けた部分もありますが、中学校の卒業後

の進路先として、生徒の学習ニーズの多様化への対応、受入れ状況について、ちょっとお伺いをし

たいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

対応・受入れ状況ということでありますけれども、当市からでも県立高校、私立高校、また、全

日制、定時制、通信制など、そういった幅広い高校の選択肢があるというふうに、現状もあるとい

うふうに捉えております。学習ニーズの多様化によりまして、全てに対応できているかというと、

そうでない部分もあるかもしれませんけれども、生徒さんそれぞれに自分の適性に合ったところを

選んで、進学されているというふうに把握しております。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

そういった中で、県もいろいろ検討を加えて、また、定時制のよさとか通信制のよさとかという

部分があるんですが、やっぱりそれぞれ課題もあって、今後、定時制も通信制も融合した中で、相

互に転籍をしたり、授業を受けたりとか、そういった形で、今度新しい名前になりますが、セルフ

デザインハイスクールというのが検討されております。またこれもオンラインで受けたりとか、そ

ういった意味で、今後ちょっとまだ、上越エリアで１校ぐらいは、２校ぐらいか、造られる予定な

んですが、まだ今後、いつというのは決まってないんですが、そういった今後の動きもありますの

で、そういった部分を含めて、また１５日に説明会もあると思いますが、しっかりとその辺の把握

と、それと今後の設置の動きもしっかりと把握して、今後の進路状況について、対応していただき

たいと思います。 

また、次に移ります。 

県教育委員会では、２８年当初の県立高校の将来構想では、適正な学校規模を１学年当たり４か

ら８学級としておりました。これに満たない学級については、もう他校と統合していくということ

であったんですが、実際、令和７年度以降の計画含めて７校にとどまっています。生徒数の減少、

いろいろな事情がありました結果、学級数の減で対応しております。 

そういった関係もありまして、平成２７年度では、１から３学級募集の小規模校が全日制課程で

２１校、２８％だったのが、令和７年度には４１校、もう過半数を超える５３％を占めて、今、県

立高校の小規模校化が進行して、県の大きな課題となっております。当エリアについても、普通科

高校、糸魚川高校と、総合学科高校である糸魚川白嶺高校の統廃合も検討されておりましたが、令

和７年度から９年度の県立高校等の再編整備計画においては、同じく、生徒数の減少を学校の統廃

合ではなく、学級減で対応するということで、白嶺高校は令和９年度から２クラスになるというよ

うな状況になっております。 

そういった意味でも、市内３校が小規模校になります。これもある程度、たしか４から８という

部分のメリット・デメリットあると思うんですが、当市において、小規模校３校になるというとこ

ろの課題点等があれば、伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

小規模校の課題ということでは様々あるとは思っておりますけれども、例えば集団の中で多様な

考え方に触れる機会が減って、人間関係が固定化したりとか、学び合いが起こりづらくなったり、

団体競技の部活動編成等も難しくなってきたりとか、教員の確保、また教員１人に対する負担が重

くなったりといったようなことの課題が上げられるかなというふうに思っております。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

そういった点を踏まえて、やっぱり新しい、こちらの県の構想をもっても、令和７年度、普通科

１６、総合学科６、専門学科系が１５で、定時制が２というところを、令和１６年に普通科系の高

校が１２、専門学科系高校が、学級数ですね、１３、セルフデザインハイスクールが２学級という

ことで２７学級にしたいというところと、また、記載されているのが、令和１０年度から１６年度

まで、先ほどのセルフデザインハイスクールの設置と産業高校の設置、あと総合学科の在り方検討

と小規模校の統合ということで、この辺ちょっと読み、解釈しますと、白嶺高校がちょっと該当す

るんではないかなと、ちょっと危惧しております。 

そういった動きも含めて、しっかりとまた今後、説明はまだね、１５日にあるんでお聞きしたい

と思いますが、その辺ちょっと県のほうでは視野に入れてるんではないかなという読み方もできる

ので、しっかりとその辺もしっかり把握、また連携・協議をしていただきたいと思います。 

次に、この生徒減少が続けば、今ほどの統廃合もやむを得ない状況になりますが、県立高校等の

再編整備計画では、小規模高校については、各学校における特色化の取組状況や志願状況、入学状

況、卒業生の進路状況を評価しながら、あと、地域の交通事情や地元生徒の入学状況など、地域の

特性も踏まえて在り方を検討するという部分もあります。 

また、新しい県立高校の将来構想においては、離島、中山間地域などの地理的条件や学びのセー

フティーネットの確保の観点等を踏まえて、あえて存続させる小規模校もあり得る。また、あえて

存続させる小規模校においては、ＩＣＴを活用した遠隔教育や地域との協働体制構築などを進め、

そのデメリットの最小化を図ることが示されました。今現在、ＧＩＧＡスクール構想など、環境整

備、取組などによって、そういったＩＣＴスキルを向上して、沿革授業ができたり、小規模校でも

そのデメリットを解消して、学びの質を保証できる可能性が出てきたことは、産業高校のキャンパ

ス制の導入で、小規模校の利点も生かして、新たな展開も含めて、プラスの視点で捉えていいと私

は考えています。 

そうした中で、あえて存続させる小規模校においては、地域との協働構築が必須条件になってい

ると捉えています。今後の市内３高校の存続、また特色化・魅力化に、こういった点をどうつなげ

ていくのか、所見があれば伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

小規模校のメリットということで、一人一人の学習状況の把握が容易になったり、また、相互に

今度、学び合う活動が充実してきたり、地域の協力を得やすいといったようなこともメリットとし

て上げられるんではないかなというふうには思っております。今、ＩＣＴの活用ですとか、そうい

ったキャンパス制などの導入によりまして、今度、学校間での、例えば連携ですとか協働的な学び
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ができるような、そういった環境整備というのも期待されるんじゃないかなというふうに思ってお

りまして、そういったことで小規模校のデメリットが解消されるというような可能性はあるんじゃ

ないかなというふうに思っております。 

市内の３高校においては、進学校としての糸魚川高校、また、地元就職で即戦力が期待される糸

魚川白嶺高校、そして、水産の専門ということでの海洋高校という３校が、それぞれに特色がある

というふうに思っておりますので、学校に特色があるということは非常に重要であると捉えており

まして、そうしたところをしっかりと伸ばしていけるような形の支援をしていきたいというふうに

考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

靏本教育長。 〔教育長 靏本修一君登壇〕 

○教育長（靏本修一君） 

少し補足をさせていただきますけれども、小規模高等学校の存続も含めてなんですけど、そこの

中にどのような特色を持ち続けさせるかという部分のところ、今度、県のほうの説明にもいろいろ

あると思うんですけれども、やっぱりどの高等学校も、今現在、総合的な探求の時間、総探の関係

で、地域との関わりというふうな部分を物すごく大きなウエートをかけて動き出しています。当市

の場合についての３校は、他市よりも、いち早くコーディネーターの配置によって地域とどのよう

な形でもってつなぐ中で探求的な学びをいかに深めていくかという部分にウエートをかけておりま

す。地域とのつながりという観点からすると、今まで義務教育の中で小中学校は、地域と共に歩む

学校づくりというふうな部分で、コミュニティスクールの指定、市内の場合は、小中学校全学校が

コミュニティスクールに加盟しています。その推進に向けて、組織も活動も推進しています。その

波が、高等学校のほうにもぐんと上がってきまして、やっぱり地域と共に学ぶ、地域の人と関わる、

その中にいかに高等学校としての特色を持っていくかという部分のところの方向が、今求められて

います。これからさらにそれが強まるというふうに私は思ってます。 

そんなことからすると、今までの義務教育の流れを高等学校版に視野を変えて考えた場合に、高

校生たちの学びの環境をどのような形でつくっていくか、これはまた、地域づくりにもうんと関わ

ってくる課題というふうに私は捉えています。そんな意味合いで、県の高等学校の説明等を聞きな

がら、糸魚川市ではどのような具体的な構想が描けるのか。今現在の動きをどのように充実・発展

させて、質の高い学びの環境を高等学校にどのような形でもってつくり上げることができるのか、

そういう問題意識をしっかり持って、説明のほうを聞きたいなというふうに考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

ありがとうございます。私もそういった意味で、阿賀黎明高校は、たしかコミュニティスクール

方式でやってますし、ほかの学校では、佐渡か何かは、佐渡のほうは従来のそういった形で、コン
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ソーシアムのほうで進んでおります。あと当市の場合は、どういった第三の形があるのか。いずれ

にしてもそういった場と、そういった環境と、そういったものがやっぱり今後も地域の小規模校を

残すには、もう必須条件になってくるので、ぜひ積極的にそういった構築含めて進めていただきた

いと思います。 

ちょうど前回も議員講習でお越しいただいた、片山元総務大臣からご紹介いただいた熊本県立の

高森高等学校のマンガ科設置の事例があったんですが、こちらのほうは、令和５年４月に普通科

２学級を普通科グローカル探究コース１学級とマンガ学科１学級に改編して、定員８０名に対して

２０名しか、もう集まらないような状態から、令和５年度マンガ学科が定員４０名になったんです

が、これ１.８２倍です。グローカル探究コースのほうも１倍を割りましたが、定員４０に対して

３３で合計７３名になりまして、令和６年度は、マンガ学科は定員４０名なんですが、これもう

２.３２倍まで上がったそうです。グローカル探究コースは、ちょっと３１名で合計７１名なんで

すが、これ人口６,０００人ぐらいの町なんですね。県外枠をもっと増やしたいんですが、なんか

県外枠、なんか４０％枠があって、現在も学区外から来られたのは１５名なんですが、今後それを

増やせば、まだまだ募集できるような状況ですが、一応、施設のコンピュータの状況とか講師が教

えるキャパが４０ということで増やしてはいないんですが、こういった事例をちょっとご存じかど

うかちょっと分からないんですが、この点については事例を把握しているか、お聞きしたいと思い

ます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

大変申し訳ありません。ちょっとそちらの部分については、特段、事例を把握しておりませんの

で、また、今お聞きした部分を含めて、今後ちょっと確認をしていきたいと思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

高森、草村町長が、地方創生で漫画のシリコンバレー構想を打ち上げまして、出版社と官民連携

をして、そういった中で教育委員会から反対されたそうなんですが、それを押し切って設置して、

実際こうやって結果を出して、今、海外からも今そういった構想で外国人の漫画家の方も招致して、

そういう国際キャンプみたいのを作って、エンタメ業界を世界に発信していって、新しい業界をつ

くって、そういったニーズをつくっていくということも、高校出たら、もうプロの漫画家としても

デビューできるようなぐらいの勢いで、しっかり出版社の方と、あと漫画家と連携して、進んでい

るという好事例だと思いますので、また、ぜひ検証していただきたいと思います。 

そういった中で、当市では、定員割れの状況が長らく続いておりまして、学級募集数の減につな

がる課題がありました。そういった中で、令和７年度は、高田北城高校、新井高校が、それぞれが
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１級減になることから、ちょっと保護者からお聞きしたんですが、糸魚川高校への進路希望の状況

で、定員の１倍をちょっと超えそうだというお声を聞きました。これまだ途中の意向調査中だと思

うんですが、市内３高校の今現在の進路希望調査とか、地元から上越圏域に出ていく割合含めて、

その辺把握されていれば、お聞きしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

市としては、現時点でそういった状況については把握はしてないという状況でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

やはり１倍超えると、保護者の人から、今まで受験番号と名前だけ書けば合格するって言ってた

お子さんが、これを聞いて勉強し始めたというところで、そういった副次的な効果もあるんですが、

ある程度やっぱり１倍をしっかり超えて、魅力ある学校になってくということも大事ですので、今

後、まだ１次、２次、いろいろな調査、以降あると思いますが、そういった関係もあって、逆に上

越からこちらに、糸魚川に来る。特に直江津方面から来る可能性もありますので、ぜひ直江津方面

も含めて、また糸魚川市内３校の周知、ＰＲ、また来てもらえるようにしていただきたいと思いま

す。 

続きまして、２、３に関連して、今までも、適時、当市で取組成果、地域の実情を、県教育委員

会に伝えていただいたというところで、市内３高校を支援していく方向性は、お聞きさせていただ

きました。そういった中で、０歳から１８歳までの子ども一貫教教育の基本計画（第３期）におい

ては、スクールミッションを含めて、新しい県立高校将来構想が大きく影響をしていくと思います。

そういった中で、スクールミッションの策定を見ると、地元自治体の関係者と連携しながら策定す

るって書いてありまして、これが、令和５年１月から３月に市町村の意見を踏まえた修正を行った

と書いてあります。この策定に当たって、そういった連携とか協議、糸魚川市ではしたことがある

かどうか、ちょっと伺いたいんですが、お聞きします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

３校のスクールミッション等については、学校要覧等にも記載されておりますので承知をしてお

りますが、こちらについて、公式に市のほうに何か照会があったということはございません。 

以上です。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

これね、県の通知なんですけど、スクールミッションの策定については、高等学校の設置者が、

各学校や地元自治体の関係者と連携しながら策定するというのがあるんですが、ちょっとぜひそう

いった部分ではしっかりと、これ、校長先生が替わったとか、毎年度更新するものではないんです

が、中長期において、もしそういう策定する機会があったら、ぜひ地元の意向とか、また学校とか、

生徒さんが思い描くところの部分の、これ、スクールミッションで今後すごく大事なところなので、

ぜひそういう協議をしていただきたいので、よろしくお願いします。 

また、３校のスクールミッションを見ると、地域と協働した探求活動とか、あと郷土を育む社会

に貢献するとか、地域に密着し、産学官連携により地域社会の発展に寄与する人材育成するとか、

産学官連携の実施を通して地域振興と水産、海洋関連産業の発展に貢献する学校ということで、な

かなかこのミッションを見ると、やっぱりなかなか統合、どっかを一つにするってなかなか難しい

と思いますので、やっぱり今後はこの部分と先ほどの地理的条件だとか、様々な部分が関係したり、

入学状況、卒業状況が関係してきますので、ぜひ今後も、適時、また教育委員会に行って、そうい

った情報交換をしていただきたいですし、先ほど教育長からいただいたコーディネーターの件でも、

有識者会議で、もう有識者の方から、もうコーディネーターを全校に配置するべきだという意見が

あって、ちょっと僕は期待を込めてなんですが、当市の活動が県に伝わったり、有識者の方に伝わ

って、そういう議事録が出たんだなと思ってますので、そういう意味では、一つの今までの活動が

実ったのかなという部分もありますので、ぜひそういった部分をまたしっかりと伝えていただきた

いと思います。 

続きまして、あともう一個、毎年度、学校で学校自己評価表の報告、ホームページ等で記載して

るんですが、当市でもそれ、しっかりと把握されているかどうか、伺います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

そちらについては、学校のほうで計画、また報告ということで記載をされているところでござい

ますが、特段こちらのこども課、教育委員会のほうでは、そちらの内容について確認というか、そ

ういったところはこれまでしていないという状況でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

靏本教育長。 〔教育長 靏本修一君登壇〕 

○教育長（靏本修一君） 

補足をちょっとさせていただきます。 
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評価の関係なんですけども、海洋高等学校、マイスター・ハイスクールの文科省の指定を受けま

して、毎年毎年、１年ごとに生徒たちの変容の評価をしています。リテラシーというふうな分析を

業者に頼んで、１年生は１年生のときに、入学当時、それからその年度末、２年生の初め、２年生

の年度末、３年生の初め、３年生の終わりという形でもって、生徒がどのような形で、どのような

分野で伸びているのかということを客観的にそのデータを分析された内容を、その会議のたんびに

直近のデータを私どもに提供してくれています。その評価を受けて、教職員の研修を組んだり、ま

た、取り組む事業の見直し・改善をしたり、生徒の落ち込んでるところはどこなので、どういう手

だてをして前に進めていったらいいのかということで、先生方が、そのデータを真剣に受け止めて、

職員会議、研修も含めて改善に向けて努力してるという内容については、もろにその評価を私たち

関係者にも伝えてくれてるという部分については、私は大変うれしく思っています。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

そういった部分、海洋高校のように、やっぱり市としても税金を投入して、人材投入して、そう

いった支援をする形で、やっぱりその成果とか結果にしても共有をして、それをさらに次の計画や

支援の内容につなげていくということはすごく大事だと思うんで、これ本当すごく大事な内容なん

で、ぜひ確認をしていただいて、今の支援の内容が足りてるのか不足してるのかとか、もし、もう

今１つのステージが終わって、次のステージに行くんであれば、そういった支援の仕方もあるので、

ぜひこれ、しっかりと共有をして進めていただきたいと思います。 

また、続いて、先ほど、今の高校を核とした地域人材育成事業についてですが、令和４年度から

ということで、どうしても先ほどの地域おこし協力隊とか３年任期になってしまう部分で、そうい

った部分で今１つの節目、途中任期の方もいらっしゃるんですが、そういった部分と今後の今の新

しい県立高校の将来構想の在り方が関わってまして、アンケートも取るということだったんですが、

やっぱり庁内、行政としても今後とも、また違う展開をしていくかとか、あとコーディネーターも

今５人になって、あと産学官コーディネーター１名の６名体制になってくると、ある程度やっぱり

所管をしっかりするような、さっきのコンソーシアムと併せて、そういった部分が必要になってく

るんですが、その点、次の展開は行政として考えてるかどうか、伺います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

コーディネーターのほうを採用しまして今年６年目ということで、非常に今年度に入りまして、

３高校ともコーディネーターの関係性が非常に、要は信頼関係が構築できてきたといいますか、よ

くなってきているというふうに思っております。市としましては、これまでどおり子供たちがそこ

で学びたいと思ってもらえるような、そういった私立高校の魅力化に、継続して取り組んでいきた
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いというふうには思っておりますけれども、やはり県立高校というところもございますので、県と

もしっかり協議をしながら、県、あるいはまた高校側もしっかり主体を持っていただいて、それに

市がしっかり支援するというような形で、今後、また対応を進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

失礼いたしました。コーディネーターを採用して「６年目」と言ってしまったようですが、

「３年目」の誤りでございます。大変申し訳ございません。失礼いたしました。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

やはり任期が３年というとこで、どうしても、前も言ったんですけど属人的になるので、やっぱ

りそのノウハウとかが、引き継ぎがなかなか難しいと思いますので、ぜひそういった部分のことも

採用とか、やっぱり継続していく的な、やっぱりしていかないと、３年ごとにまた人が代わったり、

また新しい人が途中で入ったりという中では、なかなかやっぱり事業の構築とかチームの在り方も

難しいと思うんで、ぜひそういった観点も含めて考えていただきたいと思います。 

そういった意味で、今後、地方創生２.０も始まる中でそういった教育と関連した地域起こしも

始まるんだと思いますが、先ほど、今のとこ政策監等考えてないということなんですが、今現在も

教育委員会でもいろいろな課題があって、もう人手不足だったり多重の業務がある中で、そういっ

た、また新しい部分を進めていく、また地方創生していくとなると、また教育委員会の中だけでは

なくて、他の庁内とか関係団体とか、またそういった関連のところと連携しなきゃいけないという

仕事はなかなか難しいと思うんで、やっぱり外部から招聘して、それをしっかりと、先ほどのコー

ディネーター含めて、一緒になって運営していくという担当官が必要だと思うんですが、直近で、

すぐにとは言いませんが、今後の中で、ぜひ設置いただきたいと思うんですが、改めてその見識を

伺いたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

地域と高校に結びつけるというような形で、今現在、高校魅力化コーディネーターのほうを採用

して配置をさせていただいております。先ほど申し上げたとおり、今年度、非常に高校との関係性

がスムーズになってきたというふうに思っておりますので、先ほど市長答弁のとおり、そういった

政策監の配置については、なかなか人材といったところも重要になってくるので、現時点では考え
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ていないというところであります。今現状の取組を、もう少ししっかりと足元を固めるような形で

進めてまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

それでは、次の質問で、（６）の公営塾の開設に向けた取組についてですが、今のところ自習室

というところで進めるということだったんですが、現在、インフレとか物価高騰、実質賃金の低下

と併せて、子育て世代における教育にかかる経費について厳しい状況が続いていると捉えています。

また、保護者の経済状況によって、学びの機会とか進路選択が限られている状況を何としても打破、

解決していかなければならない喫緊の課題と考えます。また、指導者の成り手不足とか、通信オン

ライン塾の普及などで、中央通りにある大手学習塾の撤退も相次いでいます。そういった中でも、

あと、地域の魅力化につなげる拠点としても、公営塾というのは機能すると考えるので、ぜひ今後、

展開に向けて、来春以降でもいいので、ぜひ積極的に開設に向けて進んでほしいと思いますが、改

めて、その見解をお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

公営塾という形は、全国様々なところで開設をされておりまして、その内容というのは、例えば

進学に特化したものであったり、地域を教材とした探求学習を行ったりというような形で様々にあ

るかなというふうには思っています。今現在ですけども、市内には民営の、民間の塾というのが複

数ある状況もございますので、現状では、自習室という形で開設をして、取組をさせていただいて

おりまして、また今後、学校の要望も踏まえて対応していくんですが、基本的には、まだ自習室と

いう形での対応を考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

これ、先ほどおっしゃったように公営塾の在り方いろいろあるんで、ぜひ、僕は地域探求とか総

合探求の拠点としての公営塾でいいと思うので、普通の基礎学力を上げるとか、特進クラス狙うた

めの塾じゃなくて、そういった意味の公営塾の拠点、名前の言い方がちょっとね、あれなんですが、

そういった誤解のないように、民間事業の人とね、競争するわけではないんで、そういったある程

度特化したものがやっぱり、これだけ３校とも地域協働が進んで、そういった成果が出てるので、

やっぱりそういった、逆に３校の子供たちやコーディネーターが一緒に集まるような拠点と、そう
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いった場が必要だと思いますので、今後とも検討していただきたいと思います。 

最後になりますが、やっぱりこの問題を地方創生としっかりとつながってまして、１９９９年に

地方分権一括法の成立で、国と地方が対等な関係になりまして、２００３年、三位一体改革で地方

が自由に使える一般財源の割合が増えました。また、２０１４年には、地方創生推進交付金が創設

され、今日に至っております。 

そういった中で石破総理大臣は、地方創生の交付金を倍増を目指す。自治体に、ただ、反省もあ

りまして、自治体に総合戦略を出してもらったら、東京のコンサルティング会社に頼む自治体が続

出したとか、なぜ人口が減るのか霞が関で分かるはずがない。自分たちで考えない限り答えはない

とおっしゃってますし、先ほどの片山総務大臣も、自ら考え、自ら行動する、国任せにしない。自

分たちの地域の将来の課題は何か、将来どうすべきか、それには何が必要で何が足らないのかを教

育委員会、役所のみならず、地域住民、産業界が一緒になって考え、自ら率先、行動することが必

要とおっしゃっています。 

ちなみに、１２月１５日の県立高校の将来構想の説明会は、市民周知されているかどうか、伺い

ます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

室橋こども課長。 〔教育委員会こども課長 室橋淳次君登壇〕 

○教育委員会こども課長（室橋淳次君） 

お答えいたします。 

市のほうでは、特段、周知活動を行ってはおりませんけれども、県のホームページのほうで公開、

周知をされているというふうに認識しております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（保坂 悟君） 

加藤議員。 

○８番（加藤康太郎君） 

子育て世帯も特に関係するので、ぜひＬＩＮＥで周知のほうをお願いしたいと思います。 

ひいては、この活動が、糸魚川市の持続可能なまちづくりに向けた、自分たちの地域は自分たち

でつくるという気概を持って、そういった説明会の参加によって、地方２.０の端緒につながるこ

とを切に願いまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（保坂 悟君） 

以上で、加藤議員の質問が終わりました。 

本日は、これにとどめ、延会といたします。 

大変お疲れさまでございました。 

 

〈午後４時２５分 延会〉 
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